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1．はじめに

技術貿易とは、工業所有権のひとつである特許・実用新案の使用の許諾、権利

の譲渡や技術上のノウハウの提供等の国際的取引のことであり、その統計はわが

国の技術水準や研究開発活動の水準を示す指標のひとつとなっている。それは、

特許、実用新案やノウハウ等の技術は企業や研究機関の研究開発活動の成果であ

り、結果として国、民間企業等の国際競争力を高める効果を有していることによ

る。

わが国には、技術貿易に関する主要な統計が4つ存在する。日本銀行国際局作

成の国際収支統計（以下「日銀統計」と呼ぶ。）、総務庁統計局作成の科学技術

研究調査報告（以下「総務庁統計」と呼ぶ。）、公正取引委員会作成の公正取引

委員会年次報告（以下「公正取引委員会統計」と呼ぶ。）とノ科学技術庁科学技術

政策研究所作成の外国技術導入の動向分析（以下「科技庁統計」と呼ぶ。）であ

る。

これらの統計は、各々調査方法、調査対象、技術貿易の範囲等が様々で、その

性格を異にしている。特に金額を扱った収支統計では全く相容れない結果が出て

おり、統計の利用に際しては特に注意を要する。

（収支統計における技術貿易額及び収支比率の動向）

「日銀統計」と「総務庁統計」の技術貿易額（技術輸出額、技術輸入額別）の

推移を示したグラフが、図1である。（円／米ドル換算レートはインターバンク

中心相場による。）

両統計の技術輸出入額は年々増加する傾向を示しており、平成3年度の「日銀

統計」の技術輸出額は　2，984百万ドル（約　3，974億円）、技術輸入額は

6，493百万ドル（約　8，647億円）、一方、「総務庁統計」の技術輸出額

は　3，706億円、技術輸入額は　3，947億円となっている。

両統計の各々の技術輸出入額の差額をみても分かるように、両統計の収支比率

（技術輸出額／技術輸入額）に大きな差が生じており（図2参照）、平成3年度

では、「日銀統計」46．0％（ドルベース）、「総務庁統計」93．9％となって

いる。

本調査研究では、まず、各々の統計の概要を説明し、次に、収支統計に絞って

定性的に比較を行い、最後に、その主要な相違点について定量的に検討を試みる

こととする。
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図1技術貿易顕推移
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2．わが国の技術貿易統計

ここでは、主要な4つの統計の概要を説明する。

2－1．日本銀行国際局「国際収支統計」

（1）目　的

一定期間（通常1年）における一国のあらゆる対外経済取引を体系的に記録し、

国際取引の実態及び収支の動向を把達するとともに、国際収支の均衡及び通貨の

．安定を図ることを目的とする。

この統計は、大蔵大臣の国際収支統計作成義務（外国為替及び外国貿易管理法

第69条の2、昭和24年12月、法律第228号及び外国為替及び外国貿易管理令第26条

1項）に係る、大蔵大臣の日本銀行への事務委任（同法第69条1項、同令第25条1項

7号及び外国為替取引等の報告に関する省令第31条）に基づき、国際通貨基金（I

MF）が定めた「国際収支提要第4版」に準拠する。

（2）調査の方法

上記法令に基づき、貿易外取引を行った居住者から外国為替公認銀行経由で提

出される「貿易外支払報告書」（表1）、「貿易外受取報告書」（表2）（外国

為替取引等の報告に関する省令の規定に基づく報告書の作成及び提出要領につい

て第1節第9条）の国際収支項目「特許権使用料」（同通達別表、項目番号621）

として記載された金額を、日本銀行が集計する。

（参考）貿易外収支

国際収支は、経常収支と資本収支に大別され、さらに経常収支は商品の売買等

の貿易収支、サービスの提供等「見えざる貿易」と言われる貿易外収支及び年金

や贈与金の受払等単なる所得の移転を示す移転収支に区分される。

国際収支

」≡：：：」

貿易収支

貿易外収支

移転収支

貿易外収支には、特許権使用料の他、労働所得、事務所経費、手数料、広告宣

伝費、フイルム賃貸料、建設工事代金、委託加工賃、非商品保険料の受払等が含

まれる。
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表1　貿易外支払報告書

捜 艶 法 規． ケ用 ‖＝ 針粧 引胃 の

胃 鏡寸〔同 す る省 令
主 携 官 庁 ：大　 1　 4

貿 易 外 支 払 報 告 曹

弓年月日l

－

・1 タに敬 す る亡 と。 ）　　　　　　 兼 I ん撫 肩 ■

（U C I　　　　　　　 ）

及 ひ番 号
ない取 引事 に係 る

は 支 払の 目的 ）

m 際 収支 額 円

貢 鼻関係 貿 易外取 引等 項 目

の み記入 す うこと。
饉 行 整理 書号

取 抜銀 行店 表 も及 び1 任 老 記 名押印

み
せ

別 色戴 ）

別紙様式欺九（－）

4　打町褥の関係
的甲又は届出のnfl

（折可又は届山を■
支払にもっては、当

S　仲介貿烏ダ糾し仝

（］）仕向地　－

川　支払又は受取の
の場合はその覿

（日本工稟規格▲5

表2　貿易外受取報告書
別紙様式覇九（二）

日本郁子肩．毅

官易外受取報告雀

根拠証明．ケ柏の＝ダ取引等の
報告に昨日「ろ省令

二l純音庁：大　蔵　省

軒可等の関係
国際収支項凋

貿易間線質 島外取引襲用周

折町又は届出の日り及び番号
折可X H 届flは 申し L々へ取引筈に係る
1 仏の音韻に与ってu 、当按1 仏の隻

領の臼的 ）

l 仲介貿易貨物代金のみ記入 ブもC と。
錨行燈理番 号

取伊鏡石店舗名及ひ肩任者紀射

（‖　 Ⅶ解 義の

棘も号等

（2】 船積地

（3） 仕向地

（4　 1 払又り隻的のみ

の場合はその軟鬱

（日本工具規格AS　馴色とヒ丁）
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（3）内容・公表

集計した金額を各月、年度、暦年別に区分し、「国際収支統計月報」として毎

月発行する。

（4）調査の対象

非居住者との間で、外国為替公認銀行を通じて原則300万円相当額を超える

（前述の省令第10条4項2号）技術援助契約に基づく特許権使用等（ノウハウ

の提供を含む）の取引を行った居住者を対象とする。

ここでいう「居住者」と「非居住者」とは、以下のとおりである。

「居住者」：国籍に係わりなく、本邦に居住する個人及び本邦に主たる事務

所を有する法人等のほか、外国の法人等の本邦にある支店、事

務所等のこと

但し、本邦の在外公館や海外旅行者等は居住者として扱われる

「非居住者」：居住者以外の個人及び法人等のこと

（5）技術貿易の範囲

技術援助契約に基づく特許権使用等（ノウハウの提供を含む）（前述通達別表、

項目番号621）を対象とする。

具体的には、

・工業所有権（特許、実用新案、意匠、商標）に関する権利の譲渡、使用権

の設定

・ノウハウ（仕様書、知識、情報、ソフトウェア等）に関する権利の譲渡、

使用権の設定

・工場経営の技術指導、事業経営の技術指導

等である。

しかし、プラント輸出に伴うノウハウや技術指導の対価はプラント輸出額の一

部を構成するため、「貿易外受取報告書」の国際収支項目は仲介貿易（前述通達

別表、項目番号011）となり、その対価は貿易収支に含まれ、ここでいう技術貿易

の対象外となっている。また、純粋な意味での「技術」とは言い難い商標や意匠

に関する対価が含まれている。
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2－2．総務庁統計局「科学技術研究調査報告」

（1）目　的

わが国における科学技術に関する研究活動の状態を調査し、科学技術振興に必

要な基礎資料を得ることを目的とする。

この統計は、統計法（昭和22年、法律第18号）第3条2項に基づく指定統計調

査（昭和28年、指定統計第61号）であり、同法を実施するために規定された科学

技術研究調査規則（昭和56年、総理府令第33号）に拠る。

技術貿易については、昭和47年調査以降、「技術交流に関する調査項目」が

加えられた。

（2）調査の方法

調査表（表3）を直接郵送するアンケート調査であり、過去の調査による研究

活動の有無、資本金階級及び産業分類によって区分される会社等（表4）に対し、

しっ皆調査または抽出調査を行い、回収した調査表の「技術輸入」、「技術輸出」

の項目に記載された金額及び契約件数を「国際技術交流」として集計する。

また、アンケート調査の結果に対して、抽出調査のものは各区分ごとの抽出率

の逆数を乗じて推計を行う。

［しっ皆調査の対象］

・資本金10億円以上の企業

・前年調査で研究開発を行っていた資本金500万円以上10億円未満の

企業

・特殊法人で研究専門でないもの

［抽出調査の対象］

・資本金500万円以上10億円未満の企業（抽出率は資本金階級・産業

分類別）

（3）内容・公表

集計した技術輸出入の金額、契約件数（新規・継続別）を産業及び契約相手国

別に区分し、「科学技術研究調査報告」として毎年公表する。

－6－



表3　調査表の国際技術交流に関する項目

〔2〕国際技術交流の有無（禁完鵠謡票賃緒言：：：）

国際技術交誼とは，外国との間において′くテント．ノウハウや技術持場などの技

術の埋供，技術の受入れをした場合をいいます。件救及び全額は相手先企薫の国縫

別に記入し，件軌二ついては　対価の受取又は支払のいかんにかかわらず契約の成

立したものについて記入してください。

区

分

相 手 先 企 業 の 一国 轄 名

符号 l

新　　　　　　　　 規 組　　　　　　　　　 織

件　 数

符号

金　　　　　　　 額 件　 数 金　　　　　　　 鵬

符号 ∩
畦

1
．堆

‘r壇．ゎ h　l
万’JJ

方
川 符号 l 符号 h ：1

せー　せ
唯・工：；工 tわ Jl

．川

技

術

輸

出

150
告計

15 1

l
I
l

合計

15 2

ノら、TtLldl
15 3

I

I
l

合計

154

i
I

口 5 1 i
15 2 15 3 1 54

l

】

】
1 51 15 2

l

15 3 I 15 4

】 1中 1 15 2 15 3
I
I 15 4

1 51
lj 15 2 153 15 4

1
15 1

！15 2
153 15 4

l

l

15 1
I】152 i 1 53

i 154

E

1

15 1 ［　 巨 5 2
1 53 1

！154

15 1 15 2 15 3 1 54

15 1 15 2 ． 15 3 巨 5高

［15 1 i 15 2
1可

15 4
l

技

術

輸

入

15 5
】
l

合；十

156

合計

157

合；「

158

ド㌻計 l
l；15針

I
1 15 6 157 l id ［159

I

15 5 157 1 58 159

i
I
［

I
15 6

l

日 57 1 58 l
159

l

i
I 15 6

l
157 15 8 159

日 56
157 158 15 9 I

l
l

15 6 15 7 158
15 9 l

156
l
l 15 7

r

158 15 9

156
l

15 7
I

158 ； 15 9
r

156 15 7 158 †
E 15 9 手

156 157
1

1 58
】可

－7－



表4　平成3年科学技術研究調査における会社等の標本抽出

区　 分 層番号 資 本　 金 階 級 産　　　　　　　　　　　　　　 業 母集団 手由出率 標本数

全会毒土 0 10 億　 円　以 上 全　　　　　　　 産　　　　　　　 業 （注） 22 43 1／1 22 43

うち
新設

～主人

0 〃 全　　　　　　 産　　　　　　 業 （注 ） 51

畔　 を
年　 行

の　　 つ
討　 て

査　 い
で　 た
研　 全
究　 社

1 1 億　 －　 10億 円未満 全　　　　　　 産　　　　　　　 業 （注 ） 206 7 1／l 20 67

2 300 0万－　 1 億円 未満 全　　　　　　 産　　　　　　 業　 ＝主） 2154 1／1 21 54

3 100 0万－30 00万円未満 全　　　　　　 産　　　　　　 業 （注） 943 1！1 9 4 3

4 50 0万 －10 00万円 未満 全　　　　　　 産　　　　　　 業 （注 ） 12 1 1／1 1 2 1

上

1 1 1 億 ・一　 ユ0億円 未満
油脂・塗料工業．医薬品工業．その他の化学工業．ゴム製品工業．金属

製品工業．過信・電子・電気計測器工業．その他の線連用餞膿工業
621 1／1 6 2 1

12 ／J
石 7由製 品 ・石炭製品工業 ，非鉄 金属工業 ，電 気機械器
具工 業

186 1／2 9 3

13 J′ 食品工 業 ，パ ルプ ・紙工業 ，1 ラスチ ソ ク製品工業 609 1／3 2 03

14 Jl 農林 水産 業．鉱業．出版 ・印刷 業，機械工業 625 1 1／4 1 56

1 5
！　 〝 繊 維工 業 ．総 合化学 ・化学繊 維工葺 ．精密機 械工 業 ．

その他 の工業 55 9 1／6
l 93

16 ／J 達 設業 ，窯業 12 4 9 1／′12 104

17 ll 鉄鋼業 ， 自動車工業 26 8 1！20 13

18 ／1 運輸 ・通 信 ・公益業 12 94 1／100 12

2 1
300 0万 －’ 1 億円未満 医薬品工業　 窯業 i薗寸言 ・電 子 ・電気計利器工業　 自

28 68 1／6 47 8
記

以

勧車工業

22 JJ

総合化学・化学塩練工業．油脂・塗料工業，その他の化学工業．石油製

品・石炭製品工業，1 ラスナノク製品工業．ゴム製品工芸．非鉄金属工 554 1 1／13 4 22

外
業．金属製品工業、機楓工業．電気機械器具工業，精密饅楓工業

23 ′′
鉱業．．建 設業．，食品工裁 ，I鍛維 工業 ．バ ル7 ・‡氏工業． 14 69 6 1／25 58 8

の

対

象

i 全

巨

l

ll

鉄手綱業 ．その他の輸送用機械工 業 ．その他 の工 業

24 J′ 農林 水産 乳　 出版 ・印刷業 14 58 l／100 14

2 5 ll 運 輸 ・通信 ・公益業 37 97
巨 ／400

10

3 1 100 0万 －30 00万 円未満 その他 の化学工業 ．非鉄 金属工業一　線械工 業．適イ言・
電子 ・電気計洲 悍工業 ． 自動 車工業 ．楕著義 経工業 98 54 1ノ／13 7 56

3 2

i 〝 食品工宴．塩推工業．バル1 ・紙工業．栓告化学・化学痘手工薯バ由指・
塗料工業．直藁品工業．石油製品・石炭製品工業．1 ラスチ ノク製品工
業．窯業．鉄鋼業．金属製品工業．電気機械器具工婁・，その他の輸

送用機械工業

24 38 6 1／30

l

l

8 11

33 Jl 農林水 産業．鉱業 ．ゴム製 品工業 ，その他 の工業 759 g 1／80 9 5

34
l

ノブ 攫 設業 ，出版 ・印刷業 ，運輸 ・通信 ・公益 業 50 63 3 1．／4 00 12 7

4 1 50 0万－10 00万円 未満 石油製 品 ・石炭製品工業 58 1／20 3

42

l

け

総合化学・化学縫線工業．油脂・塗料工業．医蓬品工業．その他の化学
工業J 鉄金属工業．鋳械工圭．電気機械器具工業．通信・電子・電気計
洲器二重．掃富農械王室

l 13 78 2

l
1！4 0 3 4 3

13 け
鉱業．バルーブ・毒氏工 業、ゴム製品工業、金属製品工業、
その他 の輸i羞用僻目戒工∃鑑

98 16 1ノ9 0 1 10

44 JJ
農抹水産業・埋設業．食品工業．敵組工業．出版・印刷業．1 ラスナ ノタ
製品工業．紫雲．鉄鋼業．自動車工業．その他の工業．運輸・過信・公益婁

86 1 14 1／3 00 2 8 7

つ

つ

新

設

法

人

61 1 億　 －　 10億円未満 油脂・塗料工業．医韮品工雲．その他の化学工薯，1 ⊥製品工業．金属
製品工業．通信・電子・電気計剥器工業．その他の輸送用表札工業 6 ／

／
／62 11

石油製品 ・石炭製品工 業，非鉄金 属工 業．電気機械 綜
員工業 1

／

／

／

／

63 Jl 食品工業 ．バル1 ・紙 工業． アラスチ ソク製品工業 4

64 ブタ 農林水産業 ．鑑真．出版 ・印刷 業．機械工業 16

65 ′J ■艶樅工．窯 ，稔 告化学 ・化学繊維工 業．綿密帽‖電工雪L 5その他の工顛 J

l ／ ／ 】

J
／

／

66 ブタ 毯 投票 ．窯 業 8

67 J′ 鉄鋼業 ．E］動 尊王雲 つ

68 Jl 運輸 ・通 日 ・全線瑞 lご

！　 特　 種　 法　 人
全　　　　　　　 庵　　　　　　　 裳 （注 ） 18 1／1 1g

合　　　　　　　　 計 l
2 1J 55 9

／／ －
12舶5

（注1全種碁とは．農業，綿雲．漁雲．鉱業．竣設雲．製適業，電気・ガス・熱供給・水道業．運輸・過信雲及びサー
ビス業のうち放送葺をいう。
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（4）調査の対象

対価の支払・受取の有無にかかわらず、外国法人・個人との間で技術交流に関

する契約を締結した企業及び特殊法人を調査の対象とする。

ここでいう「企業」及び「特殊法人」とは、以下のとおりである。

「企　業」：「農業」、「林業」、「漁業」、「鉱業」、「建設業」、「製

造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「運輸・通信業」

及び「サービス業のうち放送業」（日本標準産業分類による）

を営む株式会社及び有限会社

「特殊法人」：公団、事業団等法律に基づいて設立された特殊法人

但し、宇宙開発事業団、動力炉・核燃料開発事業団、日本原子

力研究所、理化学研究所など研究専門の特殊法人を除く。

上記によれば、

1）卸売業、小売業、飲食業、金融・保険業、不動産業、放送業を除くサービ

ス業

2）研究専門の特殊法人

3）人文・社会科学、自然科学等に関する試験研究または調査研究を行うこと

を目的とする国・公・民営の研究機関

4）大学、短期大学、高等専門学校及び大学附置研究所等

5）個人

が、技術交流の調査の対象外となる。

（5）技術貿易の範囲

・パテント（特許、実用新案）、ノウハウ（ソフトウエアを含む）や技術指

導などの技術の提供、受入

・意匠、商標に関するものを除く
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2－3．公正取引委員会「公正取引委員会年次報告」

（1）目　的

国内事業者と外国事業者との国際契約（国際的協定または国際的契約）につい

て、不当な取引制限または不公正な取引方法に該当する事項を内容とするものの

締結を禁止するとともに、国際契約を締結した事業者に対して届出を義務付け、

その施行状況を明らかにすることを目的とする。

この報告は、不当な取引制限または不公正な取引方法に該当する事項を内容と

する国際契約の届出義務（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第6条、

昭和22年4月、法律第54号）に係る、施行状況の国会への報告義務（同法第44条1

項）に拠る。

（2）調査の方法

同法第6条に基づき、事業者等が不当な取引制限または不公正な取引方法に該

当する事項を内容とする国際契約を行った場合に届け出る「国際的協定（契約）

成立届出書」を、公正取引委員会が集計する。

（3）内容・公表

集計した届出件数（技術導入、技術援助、商標、著作権等）を年度単位で産業

分類別及び契約相手国別に分類し、「公正取引委員会年次報告」として毎年発行

する。

（4）調査の対象

不当な取引制限または不公正な取引方法に該当する事項を内容とする契約期間

1年以上の国際契約を締結した事業者等を調査の対象としている。

ここでいう「事業者等」とは、以下のとおりである。

「事　業　者」：商業、工業、金融業その他の事業を行うもの及びその利益代

表者

「事業者団体」：社団法人、財団及び組合等

（5）技術貿易の範囲

・特許に関する国際契約

・実用新案に関する国際契約

・意匠に関する国際契約
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・プログラムの著作物（ソフトウェア）の著作権に関する国際契約

・産業上の技術に係るノウハウ等に関する国際契約

（参考）平成4年3月の公正取引委員会規則改正

1）商標、著作権に関する国際契約は届出義務の対象外とする。

2）技術貿易のうち、独占的なライセンス契約のみを届出義務の対象とする。

3）届出義務の対象となる事業者は、対象技術を使用した商品・役務と同種の

商品・役務の市場において、シェアが10％以上またはその順位が上位3位

以内に限る。

今回の改正により、国際契約の届出義務の対象範囲が大幅に縮小されている。

2－4．科学技術庁科学技術政策研究所「外国技術導入の動向分析」

（1）目　的

わが国における外国技術導入の実態を明らかにすることにより、わが国の科学

技術活動の状況把捉に資することを目的とする。

この調査は、外国為替及び外国貿易管理法（昭和24年12月、法律第228号）等に

よる技術導入契約の締結（変更）に関する届出書等に基づいて行っている。

（2）調査の方法

技術導入契約の締結（変更）を行おうとする非居住者及び居住者から提出され

る届出書等の契約件数を集計する。

（3）内容・発表

集計した技術導入件数を年度単位で技術分類、契約相手国、契約条件別に「外

国技術導入の動向分析」として毎年発行する。

なお、平成3年度から産業分類別の技術導入件数項目を追加している。

（4）調査の対象

技術導入に係る契約の締結または更新及びその他当該契約条項の変更等を行う

非居住者及び居住者を対象とする。

（5）技術貿易の範囲

・工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡

・工業所有権その他の技術に関する使用権の設定
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・事業経営に関する技術のうち、工場の経営に関する技術の指導及び次に掲げ

る事業の経営に関する技術の指導

1）農業（畜産業を含む）

2）林業

3）漁業及び水産養殖業

4）鉱業（砂鉱業及び土石採取業を含む）

5）建設業

6）製造業

7）運輸業（倉庫業及び保管業その他運輸に付帯するサービス業を含む）、

通信業、電気業及びガス業

なお、「工業所有権」とは、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権であり、

「その他の技術」とは、工業所有権以外のもので契約製品の製造等に関するノウ

ハウ等（ソフトウェアを含む）を指す。

（参考）平成4年1月の外国為替及び外国貿易管理法及び対内直接投資等に関す

る政令改正

1）原則事後届出制（契約締結後15日以内）とする。

但し、技術導入契約の対価の額が1億円に相当する額を超える指定技術は、

事前届出が必要とされる。

指定技術：航空機・武器・火薬類・原子力・宇宙開発に関する技術

2）非居住者が行う技術導入に係る契約の締結または更新及びその他当該契約

条項の変更を届出の対象外とする。

2－5．その他

前述の主要な4つの統計以外に、海外に現地法人を有する企業のみ及び外資系

企業のみを調査の対象とした技術貿易統計として、以下の2つの統計がある。

（1）通商産業省産業政策局「海外投資統計総覧」

・目　的

わが国企業の海外事業括動の実態を把握し、今後の産業政策及び通商政策の

推進に資することを目的とする。この調査は統計報告調整法第4条に基づく

承認を受けた統計調査である。

ー12－



・調査の方法

調査表を直接郵送するアンケート調査であり、有効に回収した調査表の海外

受取収益項目の「ロイヤルティ」に記載された金額及び海外へのライセンシ

ング契約件数を集計する。そのため、年によって回答企業数にばらつきが生

じている。

・内容・公表

集計した海外からの受取ロイヤルティの金額、海外へのライセンシング契約

件数を大企業・中小企業別、産業別に区分し、「海外投資統計総覧」として

毎年公表する。なお、「海外基本活動基本調査」は、3年ごとに実施し、それ

以外の年には簡素化した「我が国企業の海外事業活動動向調査」を実施する。

・調査の対象

海外に現地法人を有するわが国企業（金融・保険業、不動産業を除く。）を

対象とする。

・技術貿易の範囲

・工業所有権（特許、実用新案、意匠、商標）に関する権利の譲渡、［使用権

の設定

・ノウハウに関する権利の譲渡、使用権の設定

・工場経営の技術指導、事業経営の技術指導

（2）通商産業省産業政策局「外資系企業の動向」

・目　的

わが国における外資系企業の経営動向を把握することにより、今後の産業政

策の運営に資することを目的とする。この調査は統計報告調整法第4条に基

づく承認を受けた統計調査である。

・調査の方法

調査表を直接郵送するアンケート調査であり、有効に回収した調査表の外国

側出資者との「支払ロイヤルティ」、「受取ロイヤルティ」に記載された金

額及び技術輸出・導入件数を「技術交流状況」として集計する。そのため、

年によって回答企業数にばらつきが生じている。
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・内容・公表

集計した受取・支払ロイヤルティの金額、技術輸出・導入件数を産業別に

「外資系企業の動向」として毎年公表する。

・調査の対象

外国為替及び外国貿易管理法に基づき、通商産業省に直接投資届出のあった

外資比率50％以上の企業であって、外資が経営参加を目的として株式を取

得しているものを対象とする。（産業分類による調査の対象除外はない。）

・技術貿易の範囲

・工業所有権（特許、実用新案、意匠、商標）に関する権利の譲渡、使用権

の設定

・ノウハウに関する権利の譲渡、使用権の設定

・工場経営の技術指導、事業経営の技術指導
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3．技術貿易統計の定性的比較

前章において、「日銀統計」、「総務庁統計」、「公正取引委員会統計」、

「科技庁統計」の主要な4つの統計について、1）目的、2）調査の方法、3）内容・

公表、4）調査の対象及び範囲、5）技術貿易の範囲といった項目ごとに網羅的に述

べてきた。この章では、まず、4つの統計を収支統計と件数統計に分類し、次に、

代表的な収支統計である「日銀統計」と「総務庁統計」に絞り、具体的に定性的

な比較を行う。

3－1．収支統計と件数統計

上記4つの統計を内容の点で分類すると、表5のとおりとなる。

表5　技術貿易統計の種類と内容

統計の種類 内　　 容 分　　 類

日銀統計 輸出入の金額 金額のみ

総務庁統計 輸出入の金額、件数 産業分類、地域分類、新規継続別

公正取引委員会統計 輸出入の件数 産業分類、契約相手国別

科技庁統計 輸入のみの件数 技術分類、契約相手国、契約条件別

表5から、技術貿易統計は、金額による収支統計と件数統計の2種類に大別さ

れることが分かる。

収支統計　：日銀統計、総務庁統計

件数統計　：総務庁統計、公正取引委員会統計、科技庁統計

しかし、件数統計は、「科技庁統計」が技術輸入のみの件数であり、「公正取

引委員会統計」は前章2－3．（参考）で述べたとおり、国際契約の届出義務の

対象範囲が本年から大幅に縮小されていることから、以下では、収支統計である

「日銀統計」と「総務庁統計」に絞り、比較を進める。
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3－2．「日銀統計」と「総務庁統計」の比較とその問題点

（1）調査の方法

「日銀統計」は対外経済取引を体系的に記録し、国際取引の実態及び収支の動

向を把握することを目的としており、原則300万円相当額を超える技術貿易を

行った全ての居住者（個人、法人、外資系企業等）の支払額と受取額を集計した

全数調査である。しかし、この統計は単に国際収支項目「特許権使用料」に記載

された金額を集計したものであり、技術貿易の支払・受取が製品貿易と同時に行

われ、居住者が別の国際収支項目で報告した場合（例えば、国際収支項目「仲介

貿易」で報告した場合）などは、全く反映されないことになる。

一方、「総務庁統計」は科学技術振興に必要な基礎資料を得ることを目的とし

ており、製造業を中心とした工業統計としての性格が強い。また、企業等への郵

送によるアンケート調査で、抽出調査でもある。企業によっては、調査の意図や

調査事項に対する理解に誤りがあったり、記載漏れが生じる可能性がある。また、

統計値は資本金階級及び産業分類による区分ごとの各抽出率（ちなみに、平成3

年版の全体抽出率は母集団243，382客体に対し標本数12，745客体、約5．3％）の逆

数を乗じた推計値となっている。ここで、全数調査である「科技庁統計」の平成

3年度資本金別技術導入件数の構成を見てみると、「総務庁統計」のしっ皆調査

の対象である資本金10億円以上の企業は3，175件中2，032件、構成比64．0％で、

全体の6割を超えている。よって、技術導入動向を分析する統計としての信頼性

は充分あると言えるが、統計値としてはアンケート調査に由来する不確実さがつ

きまとっている。

（2）調査の対象

「日銀統計」は原則300万円相当額を超える貿易外取引で、外国為替送金を

行った全ての居住者（個人、法人、外資系企業等）を調査の対象としている。

一方、「総務庁統計」は技術交流に関連する産業に属する企業（株式会社、有

限会社）と研究専門でない特殊法人のみを調査の対象としている。つまり、技術

の開発や提供をしていなくても、実際に技術導入を行っていると考えられる商社、

百貨店、ソフトウェア・プロダクト企業等の卸売・小売業、飲食業、金融・保険

業、不動産業、放送業を除くサービス業を営む企業、研究専門の特殊法人、国・

公・民営研究機関、大学等、及び個人が調査の対象外となっている。

これは「総務庁統計」の技術輸入額が「日銀統計」の技術輸入額と比べ、低く

抑えられるひとつの要因であると考えられる。
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（3）技術貿易の範囲

両統計の技術貿易の範囲について纏めると、以下のとおりである。

［共通項目］

・特許に関する権利の譲渡、使用権の設定

・実用新案に関する権利の譲渡、使用権の設定

・ノウハウ（ソフトウェアを含む）に関する権利の譲渡、使用権の設定

・産業上の技術指導（品質管理、操業運転、保守管理等）

［相違項目］

「日銀統計」のみに含まれるもの

・商標に関する権利の譲渡、使用権の設定

・意匠に関する権利の譲渡、使用権の設定

・工場経営の技術指導、事業経営の技術指導

「総務庁統計」のみに含まれるもの

・プラント輸出に伴うノウハウや産業上の技術指導

これを見ると、「日銀統計」と「総務庁統計」は同じ収支統計とはいえ、技術

貿易の範囲に多くの相違点があることが分かる。「日銀統計」には、純粋な意味

での「技術」とは言い難い商標や意匠に関する対価や、単なる経営に関する技術

指導の対価が含まれていたり、当然、「技術」と考えられるプラント輸出に伴う

ノウハウ等に関する対価が含まれていなかったりする。前者は、「日銀統計」の

技術輸入額が「総務庁統計」のものより多くなるひとつの要因であり、後者は、

反対に少なくなるひとつの要因であると考えられる。

（4）技術輸出入額の増減要因

ここで改めて前述の図1を見てみると、「日銀統計」と「総務庁統計」の技術

貿易に関する技術輸出額と技術輸入額について、技術輸出額は「総務庁統計」が

「日銀統計」をやや上回り、技術輸入額は「日銀統計」が「総務庁統計」を大き

く上回っていることが分かる。但し、平成2年度及び平成3年度の技術輸出額は、

「日銀統計」が「総務庁統計」を僅かに上回っている。

これまで3つの項目から両統計の定性的な比較を行ってきたが、このように両

統計の技術輸出入額に差が生じる相対的な要因を簡単に纏め直すと以下のとおり

である。
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技術輸出額：「総務庁統計」＞「日銀統計」の要因

・「プラント輸出に伴うノウハウや産業上の技術指導の対価」の有無

技術輸入額：「総務庁統計」＜「日銀統計」の要因

・「卸売業、小売業、サービス業等の調査の対象除外」の有無

・「商標、意匠に関する譲渡、使用権の設定の対価」の有無

・「工場経営、事業経営の技術指導の対価」の有無

（注）平成2年度及び平成3年度の技術輸出額について、「日銀統計」が「総務

庁統計」を上回った要因として、商標、意匠に関する譲渡、使用権の設定

の対価の増加等が考えられる。

（5）その他の問題点：「クロスライセンス」

クロスライセンスとは、ある企業が自社の持っている技術を提供することを条

件に、他の企業から新しい技術を導入することである。これは、わが国の技術力

が向上してきたことに伴い、一方的な技術の提供・導入という形態とは異なった

企業間の国際的な技術提携が頻繁に行われるようになったことから生じる形態で

ある。相互に技術を提供することにより、対価を伴わないクロスライセンスも成

立する。

つまり、「日銀統計」は為替送金及び入金時に提出される「貿易外支払（受取）

報告書」に記載された金額を集計したものであり、「総務庁統計」は対価の支払

・受取を行った金額を集計したものである。相互に提供する技術の対価に差額が

ある場合のみ、その金額が反映されるだけである。

クロスライセンスは実態として技術貿易の一形態であると言えるが、提供する

技術の対価を相互に相殺するため、クロスライセンスに関する相当な金額が技術

輸出額及び技術輸入額には含まれていないことになる。

（6）定性的比較のまとめ

これまで述べてきたことを纏めると、表6のとおりである。
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衰6　技術貿易統計としての「日銀統計」、「総務庁統計」定性的比較表

「日銀統計」 「総務庁統計」

調査の 目的 国際取引の実態及び収支 の動向 科学技術振興 に必要な基礎資料

の把握 の収集

法的根拠 外国為替及び外国貿易管理法に

基づ く法定統計

統計法 に基づ く指定統計

調査の方法 為替送金 ・入金時 に日銀へ提出 郵送によるアンケー ト調査

する貿易外支払 （受取）報告書 ① しっ皆調査 ：資本金 10億 円以

の国際収支項 目「特許権使用料」上の企業、前年調査で研究開発
として記載 された金額 の集計 を行 って いた10億円未満の企業

②抽出調査 ：資本金10億円未満

の企業

調査表の 「技術輸出」「技術輸入」

に記載 された金額の集計 （抽出
率 の逆数 を乗 じて推計）

調査の対象 非居住者 （国外の個人 ・法人） 研究機関 （国・公 ・民）、大学、

との間で 300万円以上の貿易外 研究専門の特殊法 人、個人を除

取引を行 った居住者 （国内の個 く資本金 500万円以上の企業で

人 ・法人等）・ 卸売 ・小売業 、サービス業を除
くもの

技術貿易 の ①工業所有権 （特許、実用新案 ①パ テン ト （特許 、実用新案）

範囲 、意匠 、商標） に関す る権利の に関する技術 の提供 、受入

譲渡 、使用権 の設定

② ノウハ ウに関する権利 の譲渡

②商標、意匠に係 わるものを除

く

③ ノウハ ウに関する技術の提供

使用権 の設定 、受入

③産業上 の技術指導 ④産業上 の技術指導

④工場経営の技術指導 、事業の （9 工場経営の技術指導 、事業の

経営技術指導
⑤ プラン ト輸出に係わるものを

除 く

⑥ クロスライセ ンスに係わるも

経営技術指導 を除 く

⑥ クロス ライセンスに係わ るも

のを除 く のを除 く
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4．技術貿易収支統計の定量的検討

前章において、「日銀統計」と「総務庁統計」の定性的比較を行い、相違点に

ついて様々な検討を行ってきた。しかし、それはあくまでも相違点を列挙したに

過ぎない。ここでは、これらの相違点が技術輸出入額に対してどのような影響を

与えているのか、また、実際に両統計の輸出入額の差額を説明する要因となって

いるのかという点について、定量的に検討を試みることとする。

特に、前章3－2．（4）で纏めた技術輸出入額の増減要因の中から、従来か

ら主要な増減要因といわれている1）卸売業、小売業、サービス業等の調査の対象

除外、2）プラント輸出に伴うノウハウや産業上の技術指導の対価、3）商標に関す

る譲渡、使用権の設定の対価の3つの要因に関して、定量的に検討を試みること

とする。

4－1．（要因1）卸売業、小売業、サービス業等の調査の対象除外

前述のとおり、「総務庁統計」では、技術の開発や提供をしていなくても実際

に技術導入を行っていると考えられる卸売業、小売業、飲食業、金融・保険業、

放送業を除くサービス業を営む企業、研究専門の特殊法人、国・公・民営の研究

機関、大学、個人等が技術貿易の調査対象外となっており、これらを調査の対象

とする「日銀統計」と比べ、「総務庁統計」の技術輸入額を低く抑えるひとつノの

要因とされている。

この要因の定量的検討を行う上で、「総務庁統計」の調査対象除外となってい

る企業等の行った技術導入の対価（技術輸入額）の総額についての資料は見あた

らない。しかし、「科技庁統計」は新たな試みとして産業分類別の新規技術導入

契約件数を統計の一項目として追加しており、あくまでも件数統計ではあるが、

「総務庁統計」で調査対象除外となっている企業等の新規技術導入契約件数の全

体に占める割合を測ることが可能となった。これをもとに、この要因が技術導入

の対価（技術輸入額）の総額に与える影響の程度について考察する。

なお、逆にこの要因が技術輸出額に与える影響の程度を測ることも意義がある

と考えられるが、ここで定量的検討に用いる「科技庁統計」は技術導入のみの件

数統計であり、技術輸出に関する件数や内訳については把握されていないため、

既存の資料から技術輸出額に与える影響の程度を測ることは困難である。

（1）「科技庁統計」：「総務庁統計」調査対象外企業等の新規技術導入件数

「総務庁統計」で調査対象除外となっている企業等の「科技庁統計」における

新規技術導入件数（平成3年度）を纏めたものが、表7である。（但し、企業等
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の産業分類への割り振りは、日本標準産業分類等に基づき科学技術庁科学技術政

策研究所が独自に行ったものであり、「総務庁統計」とは必ずしも一致している

とは限らない。）

（2）定量的な検討

表7をみると、「総務庁統計」で調査対象除外となっている企業等の「科技庁

統計」における新規技術導入件数の平成3年度の総件数は1，320件となっており、

純粋には「技術」とは言い難い商標のみに関する件数を除外した特許・ノウハウ

関連の件数は1，117件となっている。

一方、平成3年度の「科技庁統計」の新規技術導入総件数は3，175件であり、

「総務庁統計」で調査対象外となっている企業等の「科技庁統計」における特許

・ノウハウ関連新規技術導入件数が「科技庁統計」の新規技術導入総件数に対し

て占める構成比率は、35．2％となる。実に3分の1を超える比率となっている。

この結果は、あくまでも件数に基づくものであり、しかも新規技術導入件数に

限ったものであるが、技術導入の対価（技術輸入額）の総額に与える影響は相当

程度あるものと推測される。

技術輸入額がどの程度になるかを明確にすることは現時点で困難であるが、ひ

とつの試算として、「総務庁統計」で調査対象外となっている企業等が行った新

規技術導入契約が「科技庁統計」の新規技術導入契約総件数に対して占める構成

比率35．2％を用いることによって、平成3年度の卸売業、小売業、サービス業

等を含めた「総務庁統計」の技術輸入総件数及びその対価支払額を推定すると、

以下のとおりとなる。

技術輸入総件数　　　　　　　　　　　　　7，409　件

調査対象外を含めた技術輸入総件数：11，434　件［7，409　÷（1－0．352）］

対価支払総額　　　　　　　　　　：　3，946．6億円

調査対象外を含めた対価支払総額：6，090．4億円［3，946．6÷（1－0．352）］

更に、対価受取総額が3，705．5億円であることから、「総務庁統計」の技術貿

易収支比率を試算すると、60．8％となる。

「科技庁統計」の産業分類別データは初めての試みであり、過去については試

算自体が困難である。また、「科技庁統計」の新規技術導入契約件数に占める

「総務庁統計」で調査対象外となっている件数の構成比を「総務庁統計」に適用

し、更に、1件当たりの対価支払額が全て同じであると仮定しており、この試算

方法の妥当性に問題は当然あるが、当該要因のみ（特に技術輸入額のみ）を考慮

した収支比率の試算としてひとつの目安となると思われる。
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衰7　「総務庁統計」調査対象外企業等の新規技術導入件数
一平成3年度－

日本標準産業分類

（大分類）

全数 導入技術の種類

商標 のみ 特許 ・ノウハ ウ関連

卸売 ・小売業 、飲食店 864 件 153 件 7 11 件

商社等 829 件 121 件 708 件

その他 35 件 32 件 3 件

金融 ・保険業 36 件 1 件 35 件

不動産業 6 件 4 件 2 件

サービス業 4 12 件 45 件 367 件

l
l●情報サ－ ビス 15．9 件 0 件 159 件
ll
教育 3 件 0 件 3 件
l
ll
学術研究機関 15 件 0 件 15 件

ll
財団等 1 件 0 件 1 件
lll
その他 234 件 45 件 189 件

公　 務 1 件 0 件 1 件

分類不能 1 件 0 件 1 件

合　 計 1，320 件 203 件 1，117 件

（注1）企業等の産業分類への割り振りは、日本標準産業分類等に基づき、科学
技術庁科学技術政策研究所が独自に行ったものである。

（注2）商社等　　：各種商品卸売業、衣服・食料・家具等卸売業
情報サービス：情報サービス・調査・広告業
教育　　　：大学等の教育機関
学術研究機関：自然・人文科学研究所
財団等　　：政治・経済・文化団体
サービス業の「その他」：放送業は除く
分類不能　：個人を含む

出　典：科学技術庁科学技術政策研究所
「外国技術導入の動向分析」　－平成3年度－
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4－2．（要因2）プラント輸出に伴うノウハウや産業上の技術指導の対価

前述のように、プラント輸出に伴うノウハウや産業上の技術指導の対価はプラ

ント輸出額の一部を構成するため、その対価は貿易収支に含まれることになり、

これを含む「総務庁統計」と比べ、「日銀統計」の技術輸出額を低く抑えるひと

つの要因とされている。

ここでは、プラント輸出に伴うノウハウや産業上の技術指導の対価を推定し、

「日銀統計」の技術輸出額にその推定額を加えることにより、この要因が与える

影響の程度について定量的に検討を試みることとする。

なお、逆にこの要因が技術輸入額に与える影響の程度を測ることも意義がある

と考えられるが、プラント輸入に伴うノウハウや産業上の技術指導の対価を推定

し得る資料は見あたらないため、既存の資料から技術輸入額に与える影響の程度

を測ることは現状では困難である。

（1）プラント輸出とプラント輸出統計

プラント輸出とは、ひとつの機能を営むために組み合わされた複合的な機械類

総体であって、その機能を発揮させるのに必要な多くのソフトウエアを含むシス

テム全体の輸出のことであり、資本財、生産財の輸出として、輸入国の社会資本

の整備を促し、また、輸入国経済の自立と発展に寄与するという極めて重要な意

義を有している。

（参考）プラントの定義

通商産業省重工業局輸出注意事項（昭和41年第66号）：

「鉱工業生産設備、電気若しくはガス供給設備、放送若しくは通信設備、ケーブ

ル等水道設備、教育、研究若しくは医療施設、交通施設、濯漑施設、石油の貯蔵

若しくは輸送施設、蒸気供給施設またはこれらに類する設備若しくは施設であっ

て、これらの機能を営むために配置され、また組み合わされた機械、装置または

工作物の総合体」

プラント輸出に関する統計としては、通商産業省・機械情報産業局が毎年公表

する「プラント輸出動向」があり、平成3年度プラント輸出額は、承認統計24．

8億ドル（約3千億円）、承認外統計91．3億ドル（約1兆2千億円）、総額

116．1億ドル（約1兆5千億円）に上っている（1件50万ドル以上の垂機

械類で、船舶、航空機、鉄道車両、自動車などの輸送機械や単体機械を除いたプ

ラント輸出額の成約ベースの集計）。
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プラント輸出額の推移については、図3のとおりである。（円／米ドル換算レ

ートはインターバンク中心相場による。）

図3　プラント輸出額の推移

（承認外輸出を含む）

1976　　　　　　1981　　　　　　1996　　　　　　1991

年　度

（参考）「承認統計」と「承認外統計」

「承認統計」

輸出等の代金決済方法が輸出貿易管理令（昭和24年、政令第378号）第1条に

定める特殊決済方法（最も多いケースは2年以上の代金支払期間のもの）に該当

し、同令に基づく通商産業大臣の輸出承認を必要とするプラント輸出案件の契約

額の集計である。統計値には、プラント輸出契約に内包される本邦調達の機材・

役務の他、現地調達及び第三国調達に係る機材・役務の対価を含む。

「承認外統計」

輸出等の代金決済方法が同令第1条に定める特殊決済方法に該当せず、通商産

業大臣の輸出承認を必要としないプラント輸出案件について、アンケート調査に

より契約額を集計したものである。この統計は、外国為替及び外国貿易管理法の

改正（昭和54年12月公布）及び特殊決済方法に関する省令（昭和55年11月施行）

の改正により、特殊決済方法の範囲が狭められ、輸出承認を必要としない案件が

増加してきたために、昭和55年度から追加された。
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（2）プラント輸出に占めるノウハウや産業上の技術指導の対価

プラント輸出には、定義にもあるように、複合的な機械類の機能を発揮させる

多くのソフトウェアが含まれており、ノウハウや産業上の技術指導もそのひとつ

である。定量的比較に必要なその対価を推定するにあたり、まずその前提となる

プラント輸出契約のコストに関する契約形態について概略を述べる。

コストに関する契約形態には、大別するとランプ・サム契約（一括払契約）と

コスト・プラス・フィー契約の2つがある。ランプ・サム契約は、機器調達費や

エンジニアリング・フィー等コストの積み上げをせず、プラントに要する一切の

費用を総額で契約当初に定めるもので、内訳としてのソフトウェア部分のコスト

を推定することは非常に困難である。なお、わが国のプラント輸出契約は、ほと

んどがランプ・サム契約である。一方、コスト・プラス・フィー契約は機器調達

費等のハードウェアに関するコストの積み上げを行い、その純費用にエンジニア

リング・フィー等の一定乗率を加算して総額を定めるものの、実態としては他の

競争者の価格を想定して設定するため、ノヽ－ドウェアの調整項目として位置づけ

られやすいソフトウェア部分のコストの推定は困難なものとなる。いずれにせよ、

ソフトウェア部分のコストの契約総額に占める割合を測ることは非常に困難であ

る。また、ソフトウェア部分のコストの割合は、製鉄プラント、発電プラント、

化学プラント、通信プラント等のプラント機種ごとに大きく異なるとされている。

（3）プラント輸出に占めるノウハウや産業上の技術指導の価額構成比

上記前提の上で、一般的なプラントの価額構成を纏めたものが、表8である。

この価額構成表は、プラント産業が様々な産業の複合体であり既存の産業分類

では捉えられないことから、通商産業省・機械情報産業局が業者ヒアリング等を

通じて、平均的なプラントの価額構成を推定し、各プロセスの価額構成比率から

産業連関表を構成するために作成したものである。

表8で、プラント輸出に伴うノウハウや産業上の技術指導を含むと考えられる

費用項目は、間接費のうち「エンジニアリング」であり、その価額構成比は平均

2．3％となっている。

その他、昭和54年に引用されたかなり古い資料であるが、アメリカのプラント

価額構成表があり、そこでの「エンジニアリング」費用項目の推定価額構成比は、

同じく2．3％となっている。（添付資料7参照）

2つの資料には日米の違いや資料の新しさ等の問題はあるが、「エンジニアリ

ング」費用項目の価額構成比が同じ比率となっていることから、以下の定量的な

比較、検討では、この2．3％を用いることとする。
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表8　プラントの価額構成

費　 用　 項　 目 範　　　 囲 平　　　 均

（％） （％）

直　　 接　　 費

3 0 ～ 4 5

6 7 ． 5

機　 器　 製　 作　 費 3 7 ． 5

配 管 ・工 事 材 料 費 1 0 ～ 2 0 1 5 ． 0

計　 器 ・ そ　 の　 他 1 0 ～ 2 0 1 5 ． 0

間　　 接　　 費

1 ．5 ～　 6 ． 0

1 7 ． 5

本　 社　 経　 費 7 ． 5

エ ンジ ニア リング 2 ． 3

製　 図　 そ　 の　 他 3 ．0 ～ 1 4 ． 0 4 ． 0

各　 種　 直　 価 1 ． 0 ～　 3 ． 0

3 ． 0 ～　 8 ． 0

1 ． 2

現　 地　 経　 費 1 0 ． 0

仮 設 建 築 ほ か 5 ． 5

各　 種　 直　 価 4 ． 0 ～　 7 ． 0 4 ． 5

現 地 工 事 費

1 ． 5 ～　 5 ． 0

1 5 ． 0

コ ン ク リ ー ト基 礎 2 ． 5

配　 管 ・ ダ ク　 ト 1 ．5 ～　 7 ． 0 4 ． 5

構　　　 造　　　 物 1 ． 5 ～　 4 ． 0 2 ． 0

計　 装　 ・　 ほ　 か 5 ． 0 ～　 8 ． 0 6 ． 0

合　　　　　 計 1 0 0 ． 0

出所：業界ヒアリング等

出典：「1986年版プラント輸出の現状と展望」　重化学工業通信社

－26－



（参考）エンジニアリングの定義

エンジニアリングという言葉は、意味するところが時代とともに大きく変化し

ており、産業、技術の分野により様々な使われ方がされ、一つに定義することは

困難といわれている。表8での「エンジニアリング」は、ノウハウや産業上の技

術指導等を意味していると考えられる。

以下に、代表的な広義の定義を2つ上げておく。

・昭和50年産業構造審議会・機械産業部会中間答申

プロジェクトマネジメント機能を中核として、コンサルティング機能、シス

テム機能、機器調達機能、メンテナンス機能、技術開発機能の複合体であり、

一つの目的を達成するための機械システムを作り上げ、機能させてゆくため

のソフトウェアの総体である。

・（財）エンジニアリング振興協会

生産設備や社会施設のプロジェクトを一つのシステムとしてとらえ、形ある

ものとして完成させるために必要な技術開発、事前コンサルティングから、

見積、契約、基本設計、詳細設計、調達、検査、輸送、建設、試運転、操業

保全に至る一連の業務の全部、または一部を提供することである。

（4）定量的な比較と検討

前述のプラント輸出契約額に占める「エンジニアリング」の価額構成比2．3

％を用いて、プラント輸出に占めるノウハウや産業上の技術指導の対価を推定す

ると図4のようになる。これは、図3のプラント輸出額に毎年2．3％を乗じた

ものである（平成3年度は約356億円）。

更に、プラント輸出に伴うノウハウや産業上の技術指導の対価が「日銀統計」

と「総務庁統計」の技術輸出額の差額を定量的に説明しうる要因となっているか

を測るにあたり、プラント輸出統計が成約ベースであり、実際の支払は数年遅れ

ることを考慮して、図4の対価推定額を「日銀統計」の技術輸出額に3年遅らせ

て加算し、「総務庁統計」の技術輸出額と比較したものが図5である。

図5では、両統計の技術輸出額の動向にズレがあり、なおも多少の差額が生じ

ているが、「総務庁統計」がアンケート調査、抽出調査であることを考慮すると、

両統計の技術輸出額は全く同一になっているといえる。

以上の定量的な比較、検討の結果、定性的な比較により両統計の技術輸出額に

差を生む要因と言われたプラント輸出に伴うノウハウや産業上の技術指導の対価

が、定量的にも両統計の技術輸出額の差額を説明しうることが明らかとなった。
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図4　プラント輸出に占めるノウハウや

産業上の技術指導の推定対価
1

8．9

の．8

日．7

の．6

8．5

臥4

8．3

臥2

8．1

8

1976　　　　　　1981

年　度

年　度
一日銀統計十プラント　‥…総暦庁統計・‥日銀統計

なお、前述のとおり、平成3年度「日銀統計」の技術貿易収支比率は46．0％

である（ドルベース）。ここで、当該要因（技術輸出額のみ）を考慮した上で、

「日銀統計」の技術貿易収支比率を見直すため、昭和63年度約233億円を技

術輸出額に加算すると、平成3年度技術輸出額は約　4，207億円、技術輸入額

は約　8，647億円であり、収支比率は48．7％（円換算ベース）となる。
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4－3．（要因3）商標に関する譲渡、使用権の設定の対価

前述のように、「日銀統計」には純粋な意味での「技術」とは言い難い商標に

関する対価が含まれている。このため、これを含まない「総務庁統計」と比べ、

「日銀統計」の技術輸入額を大幅に引き上げるひとつの要因とされている。

この要因の定量的な比較、検討を行う上で、外国との商標に関する譲渡、使用

権の設定の対価の総額（技術輸入額）に関する資料は、残念ながら見あたらない。

そこで、従来から「科技庁統計」の技術貿易の範囲には商標が含まれていること

から、（要因1）と同様、件数統計である「科技庁統計」の商標関連の新規技術

導入契約件数及び契約条件等をもとに、その動向を分析し、この要因が技術輸入

額に与える影響の程度について考察する。

ここでは、特に、「日銀統計」と「総務庁統計」の技術輸入額の差額をとり、

この要因がその差額を定量的に説明しうるものであるかという観点から、当該要

因が与える影響の程度について考察することとする。「日銀統計」の技術輸入額

から「総務庁統計」の技術輸入額を引き算した差額の推移をグラフにしたものが、

図6である。

図6　技術輸入額の差該の推移
（日銀統計一総務庁統計）

1971　　　　　1976　　　　　19別　　　　　1996　　　　　1991

年　度

なお、逆にこの要因が技術輸出額に与える影響の程度を測ることも意義がある

と考えられるが、ここで定量的な比較、検討に用いる「科技庁統計」は技術導入

のみの件数統計であり、技術輸出に関する件数や内訳については把撞されていな

いため、既存の資料から技術輸出額に与える影響の程度を測ることは困難である。
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（1）「科技庁統計」：商標関連の新規技術導入契約件数の動向

「科技庁統計」の導入技術の種類別に、新規技術導入契約件数の動向をグラフ

にしたものが、図7である。（件数は複数にまたがるものの再掲分を含む。）

図7　導入技術の種穎別件数推移

年　度

一商標関連　…・・特許関連・‥ノウハウ関連

商標関連の新規技術導入件数の動向をみると、近年は500件から600件の

間を推移しており、1981年度（昭和56年度）以来導入件数に大きな増減は

みられない。（1991年度の導入件数は1981年度とほぼ同数である。）

一方、図6の技術輸入額の差額の推移をみると、全体的に1979年度（昭和

54年度）以来、技術輸入額の差額は大きく増加を続けている。（1991年度

の技術輸入額の差額は1981年度の約3．6倍）

両者の推移の仕方（伸び率）の違いを明確にするため、1981年度を基準年

として指数換算したものが、図8である。
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年　度

一技術輸入差筋　……商標新規件数

（2）商標に関する3つの増減要因と定量的な検討

図8を見る限りでは、件数の推移から金額の推移を推定するとはいえ、両者の

推移の仕方（伸び率）に余りにも差がありすぎる。商標に関する譲渡、使用権の

設定の対価は「日銀統計」と「総務庁統計」の技術輸入額の差額を説明する要因

のひとつではあるが、全てを説明する要因とは言い難い。しかし、当然のことな

がら商標に関する譲渡、使用権の設定の対価の増減は、新規技術導入件数の増減

のみで説明されるわけではなく、更に次の3つの増減要因、1）料率等の支払条件、

2）継続契約件数、3）販売額の推移についての検討が必要であろう。

この検討を行うに当たり、最近8年間の「科技庁統計」の商標のみの新規導入

に関する契約条件の動向について纏めたものが、表9である。

①料率等の支払条件

表9の「対価支払条件」から分かるように、支払条件には、頭金払のイニシャ

ルペイメントと当該商標の使用を続ける期間、販売額や売上高等に対して一定の

乗率の使用料を支払うランニングロイヤルティがある。商標に関する導入件数の

8割前後がランニングロイヤルティを支払条件としている。当然、ランニングロ

イヤルティの料率が上がると商標使用権設定に対する対価は増加する。

－31－



表9　商標に関する契約条件の動向

「契約期間」

年　　 度 昭 和 6 1年 度 昭 和 62年 度 昭 和 63年 度 平 成 元 年 度 平 成 2年 度 平 成 3 年 度

件 数 構 成 比 件 数 構 成 比 件 数 構 成 比 件 数 構 成 比 件 数 構 成 比 件 数 構 成 比

1年 未 満 5 3 ．1％ 4 2 ．3％ 13 4 ．1％ 18 4 ．8％ 27 6．6％ 14 3．9％

1年 以 上 5 年 未 満 84 52 ．2％ 9 2 52 ．3％ 174 55 ．2％ 2 10 55 ．7％ 2 42 59．5％ 2 18 6 0．4 ％

5年 以 上 10 年 未 満 13 8 ．1％ 17 9 ．7％ 45 14 ．3％ 49 13 ．0％ 58 14．3％ 5 5 15．2％

10 年 以 上 15年 未 満 6 3 ．7％ 7 4 ．0 ％ 6 1．9％ 12 3．2％ 4 1．0％ 12 3．3％

15 年 以 上 2 1．2％ 2 1．1％ 6 1．9％ 2 0．5％ 4 1．0％ 3 0．8％

特 許 等 の 期 限 ま で 5 3 ．1％ 10 5 ．7％ 11 3 ．5％ 14 3．7 ％ 11 2 ．7％ 26 7．2％
そ の 他 46 2 8．6 ％ 4 4 25 ．0 ％ 6 0 19 ．0 ％ 72 19．1％ 6 1 15 ．0 ％ 33 9．1％

合　　 計 16 1 10 0．0 ％ 176 100 ．1％ 3 15 ′99 ．9％ 3 77 10 0．0％ 40 7 100 ．1％ 3 6 1 9 9．9％

（注1）以下、商標のみの契約を対象とした件数である。

（注2）「その他」：期間の定めのないもの、永久となっているもの、他の契約期限までのもの等

「対価支払条件」

年　　 度 昭 不口6－1年 度 昭 和 6’Z年 度 昭 和 6’3年 度 平 成 元 年 度 平 成 2年 度 平 成 3年 度

件　 数 】壷 庸 Hー 件　 数 撞 虎 H′ 件　 数 ］壁療 H′ 仕　 掛 I羞瘡 I十 件　 数 靂童6引土 件　 数 櫨 成－1十
イニシャルベ イメントの み 3 2 2 6．0％ 2 8 2 0．1％ 5 0 1 8．1％ 6 8 2 0 ．1％ 5 8 15 ．7 ％ 5 5 1 6 ．4％

イニシャル‡R ・R 1 4 1 1．4％ 1 9 1 3．7％ 18‾ 6 ．5％ 1 1 3 ．3％ 17 4 ．6％ 12 3 ．6％

比 ・比の み プ／ 13 ．肌 3 4 Z 4．5％ 4 9 1 7 ．7％ 4 とi 14 ．Z％ 6．！ 1 8．1％ ● ●一l

R ・R＋ミニマム 5 9 4 8 ．0％ 5 3 3 8．1％ 1 5 1 5 4 ．5％ 1 9 9 5 8 ．9％ 2 1 5 5 8．1％ 1 8 3 5 4 ．5％

イニシ蛸 ‡R ・R ‡ミニマム 1 0 ．8％ 5 3 ．6％ 9 3 ．2％ 1 2 3 ．6％ 13 3．5％ 2 7 8 ．0％

合　　 計 12 3 1 0 0 ．0％ 13 9 1 0 0．0％ 2 7 7 1 0 0 ．0％ 3 3 8 1 0 0 ．1％ 3 7 0 1 0 0．0％ 3 3 6 1 0 0 ．1％

（注）「R・R」：ランニングロイヤルティの略

「ランニングロイヤルティの料率」

年　　 度 昭和61年度 昭和62年度 昭和63年度 平成元年度 平成 2年度 平成 3年度

件 数 構成比 件 数 構成比 件 数 構成比 件 数 構成比 件 数 構成比 件 数 構成比
2 ％未満 10 11．0％ 13 11．7％ 11 4．8％ 9 3．3％ 19 6．1％ 13 4．6％

2 ％以上 5 ％未満 16 17．6％ 21 18．9％ 78 34．4％ 87 32．2％ 84 26．9％ 64 22．8％
5 ％以上 8 ％未満 53 58．2％ 50 45．0％ 98 43．2％ 124 45．9％ 119 38．1％ 143 50．9％
8 ％以上 9 9．9％ 11 9．9％ 22 9．7％ 33 12．2％ 59 18．9％ 32 11．4％
その他 3 3．3％ 16 14．4％ 18 7．9％ 17 6．3％ 31 9．9％ 29 10．3％
合計 91 100．0％ 111 99．9％ 227 100．0％ 270 99．9％ 312 99．9％ 281 100．0％

（注）「その他」：％建て以外のもので1個当たりの単価建て等の料率

出所：科学技術庁科学技術政策研究所調べ
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そこでランニングロイヤルティの料率の動向を見てみると、昭和61年度では

全件数の6割近くを占めていた料率5％以上8％未満のものが、平成2‾年度にか

けて4割弱まで減少し、また、料率2％以上5％未満のものは同じく3割前後ま

で増加している。これは、商標の技術導入1件当たりの料率が、平成2年度まで

は年々低くなってきたことを意味している。平成3年度は料率5％以上8％未満

のものが5割程度まで比率を戻しているが、全体的な推移をみると料率が高くな

る傾向はみられない。

これから判断すると、ランニングロイヤルティ料率の推移は図8の技術輸入額

の差額の大幅な増加を説明する要因とはなっていないようである。

②継続契約件数

①で述べたように、商標に関する契約では大部分がランニングロイヤルティを

支払条件としているため、その契約の継続期間の長短が商標使用権設定の対価の

総額を増減させることになる。

そこで表9の「契約期間」の動向を見てみると、契約期間1年以上5年未満の

ものが全件数の過半数を占め、近年では6割近く占めている。またド各契約期間

項目の構成比はほぼ一定の推移を示し、ここ数年での大きな「契約期間」の動向

変化はないことを示している。

このことは、契約期間が数年にわたることから、継続契約件数は新規契約件数

の数倍となることは当然として、継続契約件数の推移の仕方（伸び率）が新規契

約件数とほぼ同様に一定となることを意味している。つまり、各年の商標関連の

新規技術導入契約の契約期間項目の構成比率がほぼ同一であり、図7のとおり各

年の新規技術導入契約件数がほぼ同数であるということは、継続契約件数として

毎年一定の新規契約件数が増加し、同様に毎年一定の契約期間終了後の件数が減

少し、理論的に継続契約件数は毎年ほぼ一定となるということである。継続契約

件数の推移の仕方（伸び率）は、図8の商標関連の新規契約件数指数換算グラフ

とはぼ同一であると言えるのである。

これから判断すると、商標関連継続契約件数の推移も図8の技術輸入額の差額

の大幅な増加を説明する要因とはなっていないようである。

③販売額の推移

ここでも、①で述べたように、商標に関する契約では大部分がランニングロイ

ヤルティを支払条件としているため、商標を使用する商品や製品が多く売れたり、

多く生産されたりすると、当然、商標使用権設定の対価の総額が増加することに
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なる。

商品や製品の種類により、また、契約条件により、販売額または売上高が商標

使用権設定の対価の基準となるかが異なるが、「科技庁統計」の商標関連契約の

技術分類では衣服・繊維製品の件数が約3割を占めることから、商標に関係ない

ものの販売額を含む資料ではあるが、ここでは、衣料品に関する百貨店の販売額

の推移を資料として取り上げることとする（図9参照）。

図9　百貨店販売顕の推移

1976　　　　　　1981

年　度
一組　額・…・内　衣料品

1986　　　　　　　1991

図9をみると、近年衣料品に関する販売額は順調に伸びており、ここ数年では

年8％前後の伸びをみせている。この販売額の伸びが、商標使用権設定の対価の

総額に与える影響の程度、つまり技術輸入額の差額に与える影響の程度を測るた

め、この販売額の伸びを図8の商標関連の新規技術導入件数指数（②で述べたよ

うに、商標関連の継続技術導入件数指数でもある。）に乗じ、合成したものが、

図10である。

図10を見ると、1985年度（昭和60年度）の基準年に対する技術輸入額

の差額と商標関連の継続技術導入件数の伸び方は各々2．0倍と1．2倍であり、また、

1991年度（平成3年度）は各々3．6倍と1．6倍となっている。年によってその

倍率は異なるが、近年ではその差が大きく開きつつある。

これから判断すると、販売額の推移は技術輸入額の差額の大幅な増加の全てを

説明する要因とはなっていないようである。
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図10　指数換算（巨反亮顕合成）
基準年：1981年

1976　　　　　　　1981 1996　　　　　　　1991

年　度

一技術輸入差筋　…＝商標継続件数

（3）まとめ

件数の推移から金額の推移を推定していることを前提としつつ、（2）の商標

に関する譲渡、使用権の設定の対価の総額に影響を与える3つの要因が技術輸入

額の差額に与える影響の程度を纏め直すと、

①料率等の支払条件：　影響はほとんど無し

②継続契約件数

③販売額の推移

となる。

つまり、商標に関する譲渡、

影響はほとんど無し

影響は技術輸入額の差額の伸び率の約4割相当

（平成3年度）

使用権の設定の対価は「日銀統計」と「総務庁統

計」の技術輸入額の差額を説明する一要因となっているが、その伸び率は、平成

3年度で技術輸入額の差額の基準年に対する伸び率の約4割相当部分しか説明で

きない。件数の伸び率が、即、実数としての技術輸入額の差額の推移を説明する

訳ではないが、（要因1）卸売・小売業、サービス業等の調査の対象除外も考慮

した上で、残り部分について何か別の要因を探す必要がありそうである。
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ここで、当該要因が技術輸入額及び収支比率に対して具体的にどのような影響

を与えているかについて試算してみる。既存の資料からは試算が不能であるため、

商標に関する譲渡、使用権の設定に関する契約1件当たりの対価支払平均額を求

めることを目的として、新たにアンケート調査を実施した。調査の対象は、特に

衣服・繊維製品の商標に関する譲渡、使用権の設定を恒常的に行っている大手商

社・大手百貨店計17社で、対象期間は平成4年4月1日前の最近の決算日から

遡る1年間である。調査の結果、1件当たりの対価支払平均額は43百万町であ

った。

この調査結果を用いると、平成3年度の商標に関する新規技術導入契約件数は

513件であることからその対価は221億円となる。また、前述表9の「契約

期間」の平成3年度構成比から加重平均により1件当たりの平均契約期間を想定

すると　4．9年となり、継続技術導入契約件数を含めた商標に関する総件数は新規

件数の4．9倍と想定される。その結果、商標に関する譲渡、使用権の設定の対価

総額は、1，083億円と推定される。

これを「日銀統計」の平成3年度技術輸入額から除外すると、7，564億円

となり、当該要因だけを考慮した場合の「日銀統計」技術貿易収支比率は52．5

％となる。また、（要因2）プラント輸出に伴うノウハウや産業上の技術指導の

対価を同時に考慮すると、収支比率は55．6％となる。

但し、この試算はあくまでも商標の中の衣服・繊維製品に重点を置いたもので

あり、また、調査対象の母数が非常に少ないため、統計的意味はかなり乏しいも

のとなっている。しかし、この試算は、（要因1）の試算同様、当該要因が技術

輸入額及び収支比率に与える影響を把撞するひとつの目安になると思われる。
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4－4．（要因4）ソフトウェアに関する対価

「科技庁統計」のデータの中で大きな件数の伸びを示す導入技術を検索したと

ころ、際立った伸びを示すのが先端技術としてのソフトウェアである。図10の

技術輸入額の差額の増加率の残り6割相当部分（平成3年度）を説明する新たな

要因として、ここではソフトウェアに関する対価が与える影響について考察する。

ところで、前章3－2．（3）の定性的比較で述べたように、「日銀統計」と

「総務庁統計」の技術貿易の範囲の対象にソフトウエアは含まれており、改めて

新たな要因としてソフトウェアに関する対価を取り上げることには無理があると

の意見もある。しかし、「総務庁統計」はアンケート調査であり、例えば回答者

が解析等の汎用ソフトウェアを単なる商品の購入として理解した場合、そ′の対価

は技術貿易額に反映されないことが考えられる。更に、「科技庁統計」のノウハ

ウの件数が全てソフトウェアの件数ではないが、（要因1）の検討の中で示した

「総務庁統計」で調査対象外となっている企業等の「科技庁統計」における新規

技術導入件数1，117件には、ノウハウのみの件数が983件（添付資料5参照）、

約9割近く含まれている。一方、「科技庁統計」の産業分類別データは初めての

試みであり、過去の動向を探ることは困難である。そこで、ソフトウェアに関す

る対価の持つ影響力の大きさを測ること自体、決して無意味ではないと考える。

この要因の定量的な検討を行う上で、外国から導入するソフトウエアに関する

対価の総額（技術輸入額）に関する資料も残念ながら見あたらない。ソフトウエ

アを導入する企業等の産業が多岐にわたり、この対価の総額を把撞するためには

全産業に対する調査が必要となる。そこで、商標に関する譲渡、使用権の設定の

対価の場合と同様、「科技庁統計」のソフトウェア関連の新規技術導入契約件数

及び契約条件等から、その影響の程度を測ることとする。

なお、逆にこの要因が技術輸出額に与える影響の程度を測ることも意義がある

と考えられるが、外国へ輸出するソフトウェアに関する対価の総額に関する資料

がなく、また、ここで定量的な比較、検討に用いる「科技庁統計」は技術導入の

みの件数統計であり、技術輸出に関する件数や内訳については把起されていない

ため、既存の資料から技術輸出額に与える影響の程度を測ることは困難である。

（1）「科技庁統計」：ソフトウエア関連の新規技術導入契約件数の動向

「科技庁統計」のソフトウェア関連の新規技術導入契約件数の動向をグラフに

したものが、図11である。

図11をみると、年間300件程度の増加を示しており、1991年度の件数

は1981年度（昭和56年度）と比べて約8倍の著しい増加となっている。
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図11ソフトウェア導入件数の推移

1976　　　　　　1≦抱1

年　度

図12　指数換算
基準年：1981年

9

7

6

5

4

3

2

1

日

年　度

一技術輸入差額・・＝－商標継続件数・‥ソフトウ♂新規件数

一方、技術輸入額の差額の推移（前述図6参照）は、前述のとおり1979年

度（昭和54年度）以来大きく増加を続けている（1991年度の技術輸入額の

差額は1981年度の約3．6倍）。

両者の推移の仕方（伸び率）の違いを明確にするため、1981年度を基準年

として指数換算したものが、図12である。
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（2）ソフトウェアに関する3つの増減要因と定量的な検討

図12を見ると、件数の推移から金額の推移を推定するとはいえ、ソフトウェ

アに関する対価が技術輸入額の差額に与える影響は相当程度あると考えられる。

しかし、技術輸入額の差額に影響を与える要因は新規技術導入契約件数だけでは

ない。

次に、商標に関する譲渡、使用権の設定の対価の場合と同様、3つの増減要因、

1）料率等の支払条件、2）継続契約件数、3）売上高の推移についての技術輸入額の

差額に与える影響の検討を行うに当たり、最近6年間の「科技庁統計」のソフト

ウエア関連の新規導入に関する契約条件の動向について纏めたものが、衷10で

ある。

①料金等の支払条件

対価支払条件の6割前後が「イニシャルペイメントのみ」の支払であり、また、

ランニングロイヤルティの料率については、「その他」が9割近くを占めている。

その構成比の推移は、最近6年間では大きな変動はない。つまり、技術輸入額に

影響を与えるのは、イニシャルペイメントの金額の推移であり、「その他」料率

の内容であるため、残念ながら表10からは何等傾向を読みとることはできない。

②継続契約件数

①で述べたとおり、「イニシャルペイメントのみ」の支払が6割前後を占める

ため、継続契約件数が技術輸入額に与える影響自体は小さいと考えられる。また、

「契約期間」の動向をみると、「その他」が6割前後を占め（これは、対価支払

条件の約6割が「イニシャルペイメントのみ」であることによる。）、その構成

比の推移は、最近6年間では大きな変動はない。つまり、継続契約件数の推移は

技術輸入額の差額の大幅な増加を説明する要因とはなっていないようである。

③売上高の推移

①及び②で述べたように、「対価支払条件」としてランニングロイヤルティを

含む契約件数は4割前後であり、その料率は「その他」（1個当たりの単価建て

等）が9割近くを占めるため、外国から導入されたソフトウェアを使用する製品

が多く製造されたり多く売れると、その分技術輸入額も増加する。

そこで、その動向を分析するにあたり、外国から導入されたソフトウェア以外

の売上高を含む資料であるが、日本の情報サービス産業の売上高の推移を資料と

して取り上げることとする（図13参照）。
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衰10　ソフトウェアに関する契約条件の動向

「契約期間」

年　　 度 昭 和 6 1年 度 昭 和 62 年 度 昭 和 63 年 度 平 成 元 年 度 平 成 2年 度 平 成 3年 度

件 数 構 成 比 件 数 構 成 比 件 数 構 成 比 件 数 構 成 比 件 数 構 成 比 件 数 構 成 比

1年 未 満 14 2．3％ 4 3 5．1％ 4 8 4 ．9％ 4 2 3．5％ 4 8 3 ．2窯 47 3 ．1％

1年 以 上 5 年 末 清 一 154 2 5．8％ 20 5 2 4 ．5％ 25 8 2 6 ．2％ 28 9 2 3 ．8％ 3 36 2 2 ．1％ 340 2 2 烏3％

5年 以 上 10年 未 満 39 6 ．5％ 54 6 ．5％ 4 9 5．0 ％ 6 3 5 ．2％ 103 6．8 ％ 8 9 5 ．8 ％

10年 以 上 15 年 未 満 33 5 ．5％ 23 2 ．7％ 4 0 4 ．1％ 4 3 3 ．5％ 26 1．7 ％ 44 2 ．9 ％
15年 以 上 7 1．2％＿ 9 1．1％ 16 1．6％ 19 1．－6％ 7 0．5％、 13 0 ．9 ％

特 許 等 の 期 限 ま で 4 0．7％ 5 0 ．6％ 3 0．3 ％ 3 0．2％ 3 0．2％ 3 0 ．2％

そ の 他 345 5 7 ．9％ 4 98 5 9 ．5％ 57 1 5 8．0 ％ 7 54 6 2 ．2％ 99 6 6 5．6％ 98 6 6 4 ．8％

合　　 計 59 6 9 9 ．9％ 8 37 1 0 0 ．0 ％ 985 10 0．1％ 1，2 13 1 0 0 ．0％ 1，5 19 10 0．1％ 1，52 2 1 0 0．0 ％

（注1）以下、ソフトウェア関連の契約を対象とした件数である。

（注2）「その他」：期間の定めのないもの、永久となっているもの、他の契約期限までのもの等

「対価支払条件」

年　　 度 昭 キロ6’1年 度 昭 不ロ6’2年 度 昭 和 6●　・・王 平 成 元 年 度 平 成 2 年 度 平 成 3年 度

件　 数 靂童曲 目′仕　 掛 I童曲 目′ 件　 数 鼻糞臆 H′ 件　 数 j垂庸 H ′件　 数 オ羞薗 けー件　 数 墟 鹿 Hー

イニシャルベ イメントの み 3 5 8 6 1．6％ 4 8 6 6 0．0％ 6 0 5 6 2．8％ 7 2 4 6 1．0 ％ 8 5 7 5 9 ．1％ 8 9 9 6 1．7％

イニシャル＋R ・R 1 0 3 1 7 ．7％ 1 5 4 1 9 ．0％ 18 6 1 9 ．3％ 2 1 0 1 7．7％ 2 8＿2 1 9 ．5％ 2 8 2 1 9 ．4％

比・比の み T4 l Z ．澗 1こiJ 16 ．4％ lZ 4 ●ll 19 1 1 6．1品 ●l ●1． Z lとi 1 5 ．U％

R ・R‡ミニマム 33 5 ．7％ 1 7 2 ．1％ 2 2 2 ．3％ 3 5 2．9％ 2 6 1．8％ 2 7 1．9％．

イニシャル‡R ・R ＋ミニマム 13 2 ．2％ 2 0 2 ．5％ 2 6 2．7 ％ 2 7 2．3％ 2 4 1．7％ 3 1 2 ．1％

合　　 計 58 1 9 9．9％ 8 1 0 1 0 0 ．0％ 9 6 3 1 0 0．0 ％ 1，18 7 1 0 0．0％ 1，4 4 9 1 0 0 ．0％ 1，4 5 7 1 0 0 ．1％

（注）「R・R」：ランニングロイヤルティの略

「ランニングロイヤルティの料率」

年　　 度 昭和61年度 昭和62年度 昭和63年度 平成元年度 平成 2年度 平成 3年度

件 数 構成比 件 数 構成比 件 数 構成比 件 数 構成比 件 数 構成比 件 数 構成比

2 ％未満 2 0．9％ 1 0．3％ 1 0．3％ 4 0．9％ 2 0．3％ 2 0．4％

2 ％以上 5 ％未満 3 1．3％ 4 1．2％ 5 1．4％ 6 1．3％ 12 2．0％ 9 1．6％
5 ％以上 8 ％未満 10 4．5％ 1 0．3％ 11 3．1％ 13 2．8％ 4 0．7％ 12 2．2％

8 ％以上 39 17．5％ 41 12．7％ 37 10．3％ 53 11．4％ 53 9．0％ 73 13．1％
その他 169 75．8％ 277 85．5％ 304 84．9‾％ 387 83．6％ 521 88．0％ 462 82．8％
合計 223 100．0％ 324 100．0％ 358 100．0％ 463 100．0％ 592 100．0％ 558 100．1％

（注）「その他」：％建て以外のもので1個当たりの単価建て等の料率

出所：科学技術庁科学技術政策研究所調べ
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図13　情報サービス産業売上高の推措
（本業のみ）
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図14　指数換算（販売該合成）
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図13をみると、売上高は著しく伸びており、近年では年30％以上の伸びを

示している。この売上高の伸びがソフトウェアに関する対価の総額に与える影響

の程度を測るため、この売上高の伸びを図12のソフトウェア関連の新規技術導

入契約件数指数（②で述べたように、ソフトウェア関連の新規技術導入契約件数

指数の推移でもある。）の4割相当部分に乗じ、残りの6割相当部分はそのまま

加算し、合成したものが図14である。

図14を見ると、1985年度（昭和60年度）の基準年に対するソフトウェ

ア関連の新規技術導入契約件数の伸び方は3．8倍、1991年度（平成3年度）

は31．9倍となっている。その伸び方は非常に著しく、件数の推移から金額の推移

を推定するとはいえ、売上高の推移が技術輸入額に与える影響は相当程度あると

考えられる。

これから判断すると、売上高の推移は、商標による増加を除いた技術輸入額の

差額の増加を説明する要因として充分成立すると思われる。

（2）まとめ

ソフトウェアは既に「日銀統計」と「総務庁統計」の技術貿易の範囲の対象と

なっていること、件数の推移から金額の推移を推定していることを前提としつつ、

（1）のソフトウェアに関する対価の総額に影響を与える3つの要因が技術輸入

額の差額に与える影響の程度を纏め直すと、

①料率等の支払条件：影響の程度は不明

②継続契約件数　：影響はほとんど無し

③売上高の推移　：技術輸入額の差額の伸び率の約9倍（平成3年度、

件数の伸びを含む）で、影響は相当大きい

となる。

つまり、推測の域を脱しえないが、「科技庁統計」のソフトウェア新規技術導

入件数（平成3年度1，522件、添付資料10参照）の6割近く（983件／1，522件）

が「総務庁統計」の調査対象外であり、ソフトウェアに関する対価の伸び率から

その6割相当分を差し引いたとしても、万一、「総務庁統計」から解析等の汎用

ソフトウェアに関する対価の一部が欠落ノしたとすると、それが技術輸入額の差額

に与える影響はあると考えられる0また、ソフトウェアを多数含む、（要因1）

の検討の中で示した「総務庁統計」で調査対象外となっている企業等の「科技庁

統計」における特許・ノウハウ関連の件数の過去の伸び率についても、相当大き

かったと推定される。
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4－5．定量的検討と技術貿易収支

以上では、「日銀統計」と「総務庁統計」の定性的な相違点が、実際に両統計

の技術貿易輸出入額の差額を説明する要因となっているのかという点について、

定量的に検討を試みてきた。

ここでは、定量的に検討された各要因が、技術貿易収支及び収支比率に与える

影響について纏めてみる。

（1）各要因と技術貿易収支

各要因の検討の中で試みた技術輸出入額の試算結果を纏めたものが、表11で

ある。

表11　平成3年度技術貿易収支の試算結果

プラ堀 輸出 商願 腐 出
試算後技術輸出額

品

評

技術輸出額 3，974億円 2子35即 4，207億円

技術輸入額 8，647億円 1磯 部 7，564億円

プラント技術輸入 商標技術輸入 試算後技術輸入額

0内は、各試算の技術輸出入額に対する比率

（要因1）
調査対象外技術輸出

（要因4 ）
ソフトウェア技術輸出 試算後技術輸出額

鷺

痺

技術輸出額 3，706億円 3，706億円

技術輸入額 3，947億円 2当 ま4彗訂 6，091億円

調査対象外技術輸入 ソフトウェア技術輸入 試算後技術輸入額

0内は、各試算の技術輸出入額に対する比率

（注1）2垂線で囲った部分は、各要因の技術輸出・技術輸入と比較して、

技術貿易額が著しく多いと考えらるもの。

（注2）（要因1）と（要因4）の境界が破線となっているのは、（要因4）

の技術輸出入額が（要因1）と重なる部分があると考えられるため。

ラフな試算であるが、その結果、両統計の技術貿易額の差額は技術輸出額501

億円、技術輸入額1，473億円となった。技術輸出について、試算誤差やその他の

要因を考慮すると、かなり近似値であるといえる。しかし、技術輸入については、
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試算誤差やその他の要因を考慮しても、その差はまだ大きい。やはり、（要因4）

ソフトウェアに関する技術輸入額が、その差を埋める大きな要因ではないかと思

われる。

（参考）「科技庁統計」と「総務庁統計」の新規技術導入契約件数の比較

「科技庁統計」は新たな試みとして産業分類別の新規技術導入契約件数を統計

の一項目として追加しており、「総務庁統計」との比較が可能になった（表12

参照）。

「科技庁統計」の新規技術導入契約件数（商標・意匠を除く）は1，697件、

「総務庁統計」の新規技術導入契約件数は924件となっており、件数に大きな差

がある。「科技庁統計」がしっ皆調査であり、「総務庁統計」がアンケート調査

であることや、「総務庁統計」には資本金500万円未満の企業が行った技術導入

契約が含まれていないことが、その原因のひとつとして考えら‾れる。資本金500

万円未満の企業が行った技術導入の対価（技術輸入額）がどの程度であるかを把

握することは現状では困難であり、また、原因自体についても、更に詳細な検討

を要するが、このことが、「日銀統計」と「総務庁統計」の試算後技術輸入額の

差（1，473億円）を説明する要因のひとつとなり得る。

表12　「科技庁統計」、「総務庁統計」新規技術導入契約件数比較表

産　 業　 分　 類 科技庁統計 総務庁統計

農　 林　 水　 産　 業 4 件
鉱　　　　　　　 業 7 件 5 件
建　　　 設　　　 業 57 件 2 1 件
製　　　 造　　　 業 1，550 件 893 件
運輸 ・通信 ・公益業 79 件 5 件

小　　　 計 1，697 件 924 件

卸売業 ・小売業 ・サービス業等 1，117 件

合　　　 計 2，814 件 924 件

（注）商標・意匠を除いた、特許・ノウノ＼ウ関連の件数

出　典：科学技術庁科学技術政策研究所

「外国技術導入の動向分析」　一平成3年度－
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（2）技術貿易収支比率の増減要因

以下は、「日銀統計」と「総務庁統計」の技術輸出入額の増減要因を技術貿易

収支比率の増減要因として捉え、各要因の検討の中で試みた収支比率の試算の結

果を纏めたものである。

収支比率：技術輸出額／技術輸入額

「日銀統計」

収支比率を増加させる要因

・（要因2）プラント輸出に伴うノウハウや産業上の技術指導の対価

（この要因だけを考慮した収支比率試算は平成3年度48．7％）

・（要因3）商標に関する譲渡、使用権の設定の対価

（この要因だけを考慮した収支比率試算は平成3年度52．5％）

（要因2と合成した場合の収支比率試算は平成3年度55．6％）

・（その他の要因1）意匠に関する譲渡、使用権の設定の対価

収支比率を増加もしくは減少させるか不明確な要因

・（その他の要因2）工場経営、事業経営の技術指導の対価

「総務庁統計」

収支比率を減少させる要因

・（要因1）卸売業、小売業、サービス業等の調査の対象除外

（この要因だけを考慮した収支比率試算は平成3年度60．8％）

・（要因4）ソフトウェアに関する対価

（3）技術貿易収支比率についての考察

前述のとおり、平成3年度の「日銀統計」及び「総務庁統計」の技術貿易収支

比率は各々46．0％と93．9％である。これは、（1）で纏めたように、両統計

にはその比率を増減させる要因が多数あることによる。

ここでは、まず、技術水準や研究開発活動の水準を示す指標としての技術貿易

統計の概念（調査の対象と技術貿易の範囲）を明確にし、次に、その技術貿易収

支比率の評価を行う。
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技術貿易統計の概念

「調査の対象」

・卸売・小売業、飲食業、金融・保険業、不動産業、サービス業（放送業

を除く）を含めた全産業

「技術貿易の範囲」

・特許に関する権利の譲渡、使用権の設定

・実用新案に関する権利の譲渡、使用権の設定

・ノウハウ（ソフトウェアを含む）に関する権利の譲渡、使用権の設定

・プラント輸出に伴うノウハウや産業上の技術指導

・産業上の技術指導（品質管理、操業運転、保守管理等）

（除　外）

・商標に関する権利の譲渡、使用権の設定

・意匠に関する権利の譲渡、使用権の設定

・工場経営の技術指導、事業経営の技術指導

以上を前提として、技術貿易収支比率の評価を行うと、「日銀統計」では収支

比率46．0％をかなり超える数値（試算ベースを考慮すると、55．6％を少し上

回る数値）となるべきものであり、「総務庁統計」では91．3％を大幅に下回る

数値（試算ベースを考慮すると、60．8％を少し下回る数値）となるべきものと

推定される。

表11をみてわかるとおり、この収支比率の考察には各要因の技術輸出・技術

輸入のいずれか技術貿易額が著しく多いと考えられているものしか織り込まれて

いない。しかし、欠落している部分の試算は現状では困難であり、また、その技

術貿易額は少ないと考えられることから、甚だ曖昧ではあるが、結局のところ、

平成3年度の技術貿易収支比率は60％前後になると思われる。

更に、両統計の試算後技術輸出額・技術輸入額のいずれかが正確な技術輸出額

・技術輸入額であると仮定した場合、収支比率は最大69．1％、最小49．0％と

なることから、やはり、平成3年度の技術貿易収支比率は、その中間値あたり、

つまり、60％前後になると思われる。
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5．おわりに

本調査研究は、わが国の技術貿易統計、特に技術貿易の収支統計（「日銀統計」

と「総務庁統計」）について注目し、各種統計の概要作成を手始めに、従来から

指摘されてきた定性的比較、検討に加えて、それら相違点についての定量的検討

を試みてきた。

定性的比較については、関係各所の協力を得て相違点を改めて洗い出し、従来

から指摘されてきた商梓やプラント輸出等の相違点を裏付けることができた。し

かし、定量的検討については、各要因に関する対価を示す直接的な資料がほとん

どなく、「科技庁統計」の新規技術導入契約件数や契約条件等を用いて、各要因

が技術貿易額に与える影響を測ることに終始することになった。

結果として、本調査研究では、具体的な実際にあるべき技術貿易収支比率を求

めることができず、また、範囲をあまり絞り込むことができず、当初目的として

いた定量的な比較、検討とはほど遠いものとなったかもしれない。しかし、技術

貿易収支比率の評価に対して、ひとつのアプローチを試みることができたと思う。

今後、各要因に関する対価を示す資料を収集することによって、より具体的な

技術貿易収支比率の評価が出てくることは間違いない。

結局、技術貿易収支に関する問題を解決するためには、既存の資料では無理で

あり、1）科学技術庁として独自の技術貿易収支統計を所有する、2）「総務庁

統計」の調査の対象範囲等を広げる、3）本調査研究で述べた各要因に関する対

価を示す資料を新たに収集する、といった3つの方法のいずれかを選択する以外

に術はないと考えられる。各々に様々な困難があると思われるが、是非とも早期

に解決されることが望まれる。
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付　記

本調査研究は、高木喜一郎総務研究官の指導の下で、書見卓三特別研究員が行

ったものである。また、調査研究を進めるに当たり、坂内富士男所長以下、第三

調査研究グループの方々はじめ、所内の多数の方々、及び以下の方々のご協力を

得た。

科学技術政策研究所　第1研究グループ

研究員　　　永田　晃也

情報システム課

統計係長　　太田　政孝

最後に、本調査研究に当たって、ご協力頂いた関係省庁、財団法人、社団法人

の方々に対して、また、特にアンケート調査にご協力頂いた各企業の方々に対し

て、この場を借りて厚くお礼申し上げる。
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添付資料1　円／米ドル為替レートの推移

年　 度 平均為替 レー ト

197 1 332．78

1972 296．24

1973 273．30

1974 293．66

1975 299．55

1976 291．5 1

1977 255．02

1978 200．16

1979 23 1．69

1980 216．23

198 1 228．92

1982 249．48

1983 236．32

1984 244．17

1985 22 1．08

1986 159．85

1987 138．31

1988 128．25

1989 142．85

1990 14 1．26

1991 133．18

（注）インターバンク中心相場の終わり値月中平均レート

但し、1992年度1～3月はインターバンク相場の中心値レートを用いた。

出　典：日本銀行「経済統計年報」、「経済統計月報」
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添付資料2　技術貿易額の推移　一日銀統計－

年　度 技名輸出 技術輸入 収支比率

（ドルベース）
（苦繁雄 ） 管 闇 （吉哲雄 ） 野 間

197 1 6 0 19 9．7 4 88 1，62 4．0 12．3 0％

197 2 7 4 2 19．2 5 72 1，6 9 4．5 1 3．9 4％

19 7 3 8 8 2 4 0．5 7 15 1，9 5 4．1 1 2．．3 1％

19 7 4 1 13 3 3 1．8 7 18 2，10 8．5 15・．74％

19 7 5 16 1 4 8 2．3 7 12 2，13 2．8 2 2．6 1％

19 76 17 3 50 4．3 84 6 2，4 66 ．2 2 0．45％

19 7 7 2 3 3 5 94．2 1，0 2 7 2 ，6 19‾．1 2 2．▲69％

19 7 8 2 7 4 54 8．4 1，2 4 1 2，48 4．0 2 2．08％

19 7 9 3 4 2 79 2．4 1，2 6 0 2，9 19．3 2 7．14％

19 8 0 3 7 8 8 17．3 1，4 3 9 3，11 1．5 2 6．27％

19 8 1 5 3 7 1，22 9．3 1，7 11 3－，916．8 3 1．39％

19 8 2 5 2 7 1，3 14．8 1，7 9 6 4，4 8 0．7 2 9－．34％

19 83 6 24 1，4 7 4．6 2 ，0 79 4，9 13．1 3 0．0 1％

19 84 6 93 1，6 9 2．1 2 ，3 17 5，65 7．4 2 9．9 1％

19 85 7 46 1，6 4 9．3 2 ，5 22 5，5 7 5．6 2 9．5 8％

19 86 1，0 09 1，6 12．9 3，3 75 5，3 9 4．9 2 9．9 0％

19 87 1，3 85 1，9 15．6 4，177 5，7 7 7．2 3 3．16％

19 88 1，6 8 1 2，15 5．9 5 ，0 76 6，5 10．0 3 3．12％

19 89 2，1 89 3，12 7．0 5 ，4 55 7，7 9 2．5 4 0．13％

19 90 2，5 82 3，6 4 7．3 6 ，0 04 8，4 8 1．3 4 3．0 0％

199 1 2，9 84 3，9 7 4．1 6 ，4 93 8，6 4 7．4 4 5．9 6％

（注）為替レートは添付資料1を用いた。

出　典：日本銀行国際局「国際収支統計月報」
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添付資料3　技術貿易額の推移　一総務庁統計－

年　 度
技 術 輸 出 技 術 輸 入

収 支 比 率
件　　 数 静 間 件　　 数 静 間

197 1 2，5 5 6 2 7 1．9 4 ，4 4 6 1，34 5．4 2 0．2 1％

197 2 2，8 3 6 4 2 1．7 5，9 8 3 1，7 39 ．2 2 4．25％

1 97 3 2，0 33 5 0 8．5 5，5 13 2，2 7 7．9 2 2．3 2％

197 4 2，2 08 5 7 1．0 5，8 3 0 1，5 98 ．3 3 5．73％

197 5 2，8 1 1 6 6 5．9 6，76 6 1，6 9 1．3 3 9．37％

19－76 2，7 67 8 3 4．0 6，0 50 1，7 7 3．0 4 7．04％

19 77 2，8 8 1 9 3 3．3 6，65 9 1，9 0 0．7 4 9．10％

19 7 8 3，1 57 1，2 2 0．5 6，57 3 1，9 2 0．6 6 3．5 5％

19 7 9 3，6 6 7 1，3 3 1．5 7，0 12 2 ，4 0 9．8 5 5．2 5％

19 8 0 4，1 0 3 1，5 9 6．1 7，24 8 2，3 9 5．3 6 6．6 3％

19 8 1 4，8 77 1，7 5 1．1 7，20 7 2 ，5 9 6．3 6 7．45％

19 8 2 4，7 3 8 1，8 4 9．2 6，9 36 2，8 2 6．1 6 5．4 3％

19 8 3 6，4 0 3 2，4 0 8．9 7，8 39 2，7 9 2．8 86．2 5％

19 84 5，4 26 2，7 7 5．1 7，3 16 2，8 14 ．5 9 8．60％

19 8 5 5，8 85 2，3 4 2．2 7，67 9 2，9 3 1．7 7 9．89％

19 8 6 5，4 69 2，2 4 0．8 7，4 9 4 2 ，6 0 5．8 8 5．99％

19 8 7 5，9 5 5 2，15‾5．8 7，3 73 2 ，8 3 2．5 7 6．11％

19 88 6，3 52 2，4 6 2．6 8，3 5 6 3，1 22．0 7 8．88％

19 89 7，5 59 3，2 9 3．5 7，10 9 3，2 99．3 9 9．82％

19 90 7，1 63 3，3 9 3．5 8，2 4 9 3，7 19．1 9 1．25％

1 99 1 8，0 6 3 3，7 05．5 7 ，4 0 9 3，94 6．6 9 3．8 9％

出　典：総務庁統計局「科学技術研究調査報告」
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添付資料4　日本辟準産業分類と総務庁統計産業分類の対応表

日本 標 準 産 業 分 類 コー ド 科学技術研究調査報告 備　　　　　　　　　　 考

農　　　　　　　　 業 0 1 0 2 農林水産業

林　　　　　　　　 業 0 2 0 2 農林水産業

漁　　　　　　　　 業 0 3 0 2 農林水産業

水　 産　 養　 殖　 業 0 4 0 2 農林水産業

金　　 属　　 鉱　　 業 0 5 0 3 鉱業

石 炭 ・ 亜 炭 鉱 業 0 6 0 3 鉱業

原子由・天然ガス鉱業 0 7 0 3 鉱業

非　 金　 属　 鉱　 業 0 8 0 3 鉱業

総　 合　 工　 事　 業 0 9 0 4 建設業

職別工事業 （設備工事
を除 く） 1 0 0 4 建設業

設　 備　 工　 事　 莫 1 1 0 4 建設業

食　 料　 品　 製　 造　 業 1′2 0 6 食品工業

飲料 ・飼 料 製 造 業 1 3 0 6 食品工業
たばこ製造業のみ3 0 その
他の工業へ
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日本 標準 産 業 分 類 コード 科学技術研究調査報告 備　　　　　　　　　 考 、

た　 ば　 こ　製　 造　 業 1 3 6 3 0 その他の工業

繊維工業 （衣服，その
他の繊維製品を除く） 1 4 0 7 織維工業

衣服 ・その他の繊維製
品製造業 1 5 0 7 繊維工業

木材 ・木製品製造業
（家具を除く） 1 6 0 3 0 その他の工業

家具 ・装備品製造業 1 7 0 3 0 その他の工業

パルプ・紙 ・紙加工品
製造業 1 8 0 8 パルプ・紙工業

出版・印刷・同関連産
業 1 9 0 9 出版・印刷業

化学肥料、無機 ・有機
2 0 0

1 1 総合化学 ・化学繊
化学工業製品、化学織
維製造業

維工業

油脂加工製品・石けん

・合成洗剤 ・界面活性
剤 ・塗料製造業

2 0 5 1 2 油脂 ・塗料工業

医　 薬　 品　 製　 造　 業 2 0 6 1 3 医薬品工業

そ の他 の化 学 工 業 2 0 9 1 4 その他の化学工業

石油製品 ・石炭製品製
2 1 0

1 5 石油製品 ・石炭製
造業 品工業

プラスチック製品製造
2 2 0

1 6 プラスチック製品 プラスチック製履物 ・同附
業 （別掲を除 く） 工業 属品製造業は1 7 へ
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日本 標 準 産 業 分類 コー ド 科学技術研究調査報告 備　　　　　　　　　　 考

ゴ ム 製 品 製 造 業 2 3 0 1 7 ゴム製品工業

なめし革 ・同製品・毛
皮製造業 2 4 0 3 0 その他の工業

窯業・土石製品製造業 2 5 0 1 8 窯業

鉄　　　 鋼　　　 業 2 6 0 1 9 鉄鋼業

表面処理鋼材は2 1金属製

品工業へ

非 鉄 金 属 製 造 業 2 7 0 2 0 非鉄金属工業

金 属 製 品 製 造 業 2 8 0 2 1金属製品工業
ほうろう鉄器は1 8 窯業へ

一般機械器具製造業 2 9 0 2 2 機械工業

発電用・送電用 ・配電
用 ・産業用電気機械器
具製造業

3 0 1 2 4 電気機械器具工業

民生用電気機械器具製
造業 3 0 2 2 4 電気機械器具工業

電球 ・電気照明器具製
造業 3 0 3 2 4 電気機械器具工業

通信機械器具・同関連

3 0 4

2 5 通信・電子 ・電気
機械器具製造業 計測器工業

電子計算機 ・同附属蓑
3 0 5

2 5 通信・電子・電気
置製造業 計測器工業

電子応用装置製造業 3 0 6
2 5 通信 ・電子 ・電気

計測器工業
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日本 標 準 産 業 分類 コー ド 科学技術研究調査報告 備　　　　　　　　　　 考

電 気 計 測 器 製 造 業 3 0 7
2 5 通信 ・電子 ・電気

計測器工業

電子機器用・通信機器
3 0 8

2 5 通信 ・電子 ・電気
用部分品製造業 計測器工業

その他の電気機械器具
製造業 3 0 9 2 4 電気機械器具工業

輸送用機械器具製造業
3 1 0

2 8 その他の輸送用機
（自動車・同附属品製

造業を除く）
械工業

自動車・同附属品製造
業 3 1 1 2 7 自動車工業

精密機械器具製造業 3 2 0 2 9 精密機械工業

武　 器　 製　 造　 業 3 3 0 2 2 機械工業

そ　の 他 の 製 造 業 3 4 0 3 0 その他の工業

電　　　 気　　　 業 3 6 0
3 1 運輸 ・通信 ・公益

業

ガ　　　 ス　　　　 業 3 7 0
3 1運輸・通信 ・公益

業

熱　　 供　　 給　　 業 3 8 0
3 1運輸 ・通信 ・公益

業

水　　　 道　　　 業 3 9 0
3 1運輸 ・通信 ・公益

業

鉄　　　 道　　　 業 4 0 0
3 1 運輸 ・通信 ・公益

業
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日本 標準 産 業 分類 コード 科学技術研究調査報告 備　　　　　　　　　　 考

道 路 旅 客 運 送 業 4 1 0
3 1運輸 ・通信 ・公益

業

道 躇 貨 物 運 送 業 4 2 0
3 1運輸 ・通信 ・公益

業

水　　　 運　　　 業 4 3 0
3 1運輸 ・通信 ・公益

業

航　 空　 運　 輸　 業 4 4 0
3 1運輸 ・通信 ・公益

業

倉　　　 庫　　　 業 4 5 0
3 1運輸 ・通信 ・公益

業

運輸に附帯するサービ

4 6 0
3 1運輸 ・通信 ・公益

ス業 業

通　　　 信　　　 業 4 7 0
3 1運輸 ・通信 ・公益

業

各 種 商 品 卸 売 業 4 9 0 除　 外

繊維 ・機械器具・建築
材料等卸売業 5 0 0 除　 外

衣服 ・食料 ・家具等卸
売業 5 1 0 除　 外

代 理 商 ， 仲 立 業 5 2 0 除　 外

各 種 商 品 小 売 業 5 3 0 除　 外

織物 ・衣服 ・身の回り
品小売業 5 4 0 除　 外
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日本 標 準 産 業 分類 コード 科学技術研究調査報告 備　　　　　　　　　　 考

飲 食 料 品 小 売 業 5 5 0 除　 外

自動車 ・自転車小売業 5 6 0 除　 外

家具・建具・汁器小売
業 5 7 0 除　 外

そ の 他 の 小 売 業 5 8 0 除　 外

一　 般　 飲　 食　 店 5 9 0 除　 外

そ の 他 の 飲 食 店 6 0 0 除　 外

銀　 行 ・ 信　 託　 業 6 1 0 除　 外

農 林 水 産 金 融 業 6 2 0 除　 外

中小企業 ・庶民 ・住宅
等特定目的金融業 6 3 0 除　 外

補助的金融業，金融附
帯業 6 4 0 除　 外

投　　　 資　　　 業 6 5 0 除　 外

証券業，商品取引業 6 6 0 除　 外

保　　　 険　　　 業 6 7 0 除　 外
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日本 標 準 産業 分 類 コード 科学技術研究調査報告 備　　　　　　　　　　 考

保険媒介代理業，保険
サービス業 6 8 0 除　 外

不　 動　 産　 取　 引　業 6 9 0 除　 外

不動産賃貸 ・管理業 7 0 0 除　 外

物　 品　 賃　 貸　 業 7 2 0 除　 外

旅館，その他の宿泊所 7 3 0 除　 外

家 事 サ　ー　ビ　ス　業 7 4 0 除　 外

洗濯 ・理容 ・浴場業 7 5 0 除　 外

その他の個人サービス
業 7 6 0 除　 外

映　　　 画　　　 業 7 7 0 除　 外

娯楽業
（映画業を除 く） 7 8 0 除　 外

放　　　 送　　　 業 7 9 0
3 1運輸 ・通信 ・公益

業

駐　　 車　　 場　　 業 8 0 0 除　 外

自　動　 車　 整　 備　 業 8 1 0 除　 外
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日本標 準 産業 分類 コード 科学技術研究調査報告 備　　　　　　　　　　 考

そ　の 他 の 修 理 業 8 2 0 除　 外

協同組合 （他に分類さ
れないもの） 8 3 0 除　 外

情報サービス・調査 ・
広告業 8 ＿4 0 除　 外

その他の事業サービス
業 8 5 0 除　 外

専門サービス業 （他に
分類されないもの） 8 6 0 除　 外

医　　　 療　　　 業 8 7 0 除　 外

保　　 健　　 衛　　 生 8 ′8 0 除　 外

廃　 棄　 物　 処　 理　 業 8 9 0 除　 外

宗　　　　　　　　 教 9 0 0 除　 外

教　　　　　　　　 育 9 1 0 除　 外

社会保険，社会福祉 9 2 0 除　 外

学　 術　 研　 究　 機　 関 9 3 0 除　 外

政治 ・経済 ・文化団体 9 4 0 除　 外
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日本 標 準 産 業 分類 コー ド 科学技術研究調査報告 備　　　　　　　　　　 考

その他のサー ビス業 9 5 0 除　 外

外　　 国　　 公　　 務 9 6 0 除　 外

国　　 家　　 公　　 務 9 7 0 除　 外

地　　 方　　 公　　 務 9 8 0 除　 外

分 類 不 能 の 産 業 9 9 0 除　 外
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添付資料5　「総務庁統計」調査対象外企業等の新規技術導入件数
一平成3年度－

日本標準産業分類

（大分類）

全数 導入技術の種類

商標のみ 特許のみ ノウハウのみ 特　 許
＋

ノウハウ

卸売 ・小売業、飲食店 864 件 153 件 23 件 604 件 52 件

l
：商社等 829 件 121 件 23 件 604 件 51 件
：その他
l

35 件 32 件 0 件 0 件 1 件

金融 ・保険業 36r件 1 件 0 件 35 件 0 件

不動産業 6 件 4 件 0 件 0 件 2 件

サービス業 412 件 45 件 0 件 343 件 7 件

l
lll
情報サービス 159 件 0 件 0 件 151 件 3 件
：教育 3 件 0 件 0 件 3 件 0 件
l
ll
学術研究機関 15 件 0 件 0 件 15 件 0 件

ll
財団等 1 件 0 件 0 件 1 件 0 件
：その他
l

234 件 45 件 0 件 173 件 4 件

公　 務 1 件 0 件 0 件 1 件 0 件

分類不能 1 件 0 件 0 件 0 件 1 件

合　 計 1，320 件 203 件 23 件 983 件 62 件

（注1）企業等の産業分類への割り振りは、日本標準産業分類に基づき、科学
技術庁科学技術政策研究所が独自に行ったものである。

（注2）商社等　　：各種商品卸売業、衣服・食料・家具等卸売業
情報サービス：情報サービス・調査・広告業
教育　　　：大学等の教育機関
学術研究機関：自然・人文科学研究所
財団等　　：政治・経済・文化団体
サービス業の「その他」：放送業は除く
分類不能　：個人を含む

出　典：科学技術庁科学技術政策研究所
「外国技術導入の動向分析」　胃平成3年度－
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添付資料5（続）　「総務庁統計」調査対象外企業等の新規技術導入件数
一平成3年度－

日本標準産業分類

（大分類）

全数 導入技術の種類

特　 許 商　 標 特　 許　 ＋　商　 標
＋ ＋ ＋

商　 標 ノウハウ ノウハウ

卸売 ・小売業、飲食店 864 件 1 件 15 件 16 件

：商社等 829 件 1 件 13 件 16 件
：その他
l

35 件 0 件 2 件 0 件

金融 ・保険業 36 件 0 件 0 件 0 件

不動産業 6 件 0 件 0 件 0 件

サービス業 412 件 0 件 11 件 6 件

l：情報サ－ビス 159 件 0 件 5 件 0 件
：教育 3 件 0 件 0 件 0 件
：学術研究機関
l

15 件 0 件 0 件 0 件
：財団等 1 件 0 件 0 件 0 件
：その他
l

234 件 0 件 6 件 6 件

公　 務 1 件 0 件 0 件 0 件

分類不能 1 件 0 件 0 件 0 件

合　 計 1，320 件 1 件 26 件 22 件
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添付資料6　プラント輸出額の推移　（承認外プラント輸出を含む）

年　 度 承 認 額
（百 万 ドル ）

闇 糟 鶉 （晶 乱 ） （替 算 円 肯 ）

1 97 1 1，30 3．6 1，3 03 ．6 4 ，3 3 8．1

1 9 72 1，4 9 0．8 1，4 9 0．8 4 ，4 16．3

1 9 73 2，19 8．3 2，198 ．3 6，0 08．0

1 9 74 3，85 8．3 3，8 5 8．3 11，3 3 0．3

19 75 5，24 1．4 5，2 4 1．4 15，7 0 0．6

19 76 8，0 05．5 8，0 0 5．5 2 3，3 3 6．8

19 77 8，60 7．4 8，6 0 7．4 2 1，9 5 0．6

19 78 8，7 29．2 8，7 2 9．2 17，4 7 2．4

19 79 11，7 85．0 1，0 87．8 12，8 7 2．8 2 9，8 2 5．0

19 80 8，9 32．0 2 ，8 60．7 1 1，7 9 2．7 2 5，4 9 9．4

1 9 8 1 12，3 12．5 5，14 6．1 17．4 5 8．6 3 9，9 6 6．2

19 82 10，98 5．8 2 ，4 88．1 13，4 7 3．9 3 3，6 14．7

19 83 5，9 9 1．9 2 ，3 19．8 8，3 11．7 19，6 4 2．2

19 84 4，5 12．8 2 ，6 37．4 7，15 0．2 17，4 5 8．6

19 85 5，49 2．6 4 ，143．3 9，6 3 5．9 2 1，3 0 3．0

19 86 2，99 2．3 4 ，4 99．4 7，4 9 1．7 11，9 7 5．5

19 87 4，5 12．0 4 ，4 50．2 8，9 6 2．2 12，3 9 5．6

1 9 88 1，8 19．6 6，0 83．5 7，9 0 3．1 10，13 5．7

1 98 9 5，68 3．4 6，9 90．7 12，6 74 ．1 18，10 5．0

1 99 0 3，25 9．3 9，7 15．0 12，9 74 ．3 18，3 2 7．5

19 9 1 2，4 8 0．0 9，13 0．0 1 1，6 10．0 15，4 6 2．2

（注1）1件当たり50万ドル以上の重機械類で、輸送機械・単体を除く。

（注2）為替レートは添付資料1を用いた。

出　典：重化学工業通信社

「プラント輸出の現状と展望」、「プラント輸出年鑑」
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添付資料7　各種プロセス・プラントの価額構成　－アメリカー

（プラント全建設費におけるパーセンテージ）

費 用　 項　 目 範　 囲 平　 均 費 用　 項　 目 範　 囲 平　 均

直 接 費

25．0～ 4 0．0
5 6．5） 間 接 費

（4．0～ 2 1．0）

（2 3．5）
機 器 工 場 製 作 費 3‾2．5 本 社 経 費 （1 3．0）

機 器 現 地 工 事 費 1．5～　 4．5 3．0 エンジ ニアリング 料 1．5～　 6．0 2．3

工 事 材 料 費 （8．0～ 18．0） 13．0 製 図 料 2．0～ 12．0 5．0

コン州 －ト基 礎 1．0～　 4．0 2．5 調 達 手 数 料 0．1 5～ 0．5 0．2 8

配 管 ・ダ ク ト 2．0～　 8．0 5．0 会 計 料 ・そ の 他 0．1 5～ 1．0 0．2 8

配 電 用 電 気 機 器 1．0～　 3．0 2．0 旅 費 ・滞 在 費 0．1～ 1．0 0．3

保 温 ・保 冷 0．5～ 1．0 0．7 5 複 写 ・通 信 料 0．2～　 0．5 0．3

構 造 物 2．0～　 7．0 4．0 現 地 経 費 （6．0 ～ 14．0） （10．0）

計 器 ・計 装 1．0～　 5．0 3．0 仮 設 建 造 物 ・ 1．5 ～ 3．0

2．0～ 6．0

0．2～ 2．0

2．3

4．0

1．1

塗 装 0．1～　 0．2 0．15 運 転 費

建 設 材 料 費 ・
賃 貸 費現 地 工 事 費 （4．0～ 1－2．0） 8．0

コンクリート基 礎 1．5～ 5．0 3．3 現 地 監 督 費

配 管 ・ダ ク ト 1．5～ 7．0 4．3 現 地 雇 用 労 務 費 0．5～ 5．0 2．8

電 気 1．5～ 6．0 3．8 旅 費 ・滞 在 費 0．1～ 0．8 0．4 5

保 温 ・保 冷 1．0～ 3．0 2．0 支 払 関 税 ・ 1．5～ 2．5

0．5～ 2．0

0．2 5～ 0．7 5

2．0

1．3

0．5

構 造 物 1．0～ 4 ．0 2．5 保 険 費

計 装 0．5～ 2 ．0 1．3 試 運 転 ・材 料 ・

塗 装 0．2～ 1．4 0．8 労 務 費

そ の 他

（注1）本社経費・現地経費には一般管理費を含む。
（注2）その他は現地特殊性による経費。
（注3）土地・ユーティリティ・貯蔵設備を含むため、平均構成比は100とはならない。

出　所：東洋エンジニアリング（株）安全・環境審査室推計
出　典：日本機械輸出組合「わが国のプラント輸出の国際競争力分析」
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添付資料8　導入技術の種類別件数の推移

年　 度 新闇 哲 人 特用 連 ノウハ ウ関連
件数

商聞 達

1975 1，836 686 1，388 298

1976 1，893 628 1，227 328

1977 1，9 14 785 1，4 35 330

1978 2，139 715 1，805 35 9

1979 2，116 661 1，726 446

1980 2，142 7 13 1，620 440

1981 2，076 603 1，738 514

1982 2，229 700 1，765 450

1983 2，2 12 7 16 1，885 539

1984 2，378 749 1，942 592

1985 2，436 783 1，972 556

1986 2，36 1 686 1，96 1 551

1987 2，709 1792 2，205 691

1988 2，834 764 2，305 667

1989 2，89 8 760 2，2 63 5 12

1990 3，211 774 2，549 5 14

1991 3，17 5 767 2，6 03 5 13

（注）特許・ノウハウ・商標関連件数は複数にまたがるものの再掲分を含む。

出　典：科学技術庁科学技術政策研究所「外国技術導入の動向分析」
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添付資料9　百貨店販売額の推移

暦　年 野間 貯闇
1 9 7 1 2 1，2 0 6 8，8 25

1 9 72 2 5，2 7 2 10，2 9 6

1 9 73 3 1，0 8 8 12，8 50

1 9 74 3 6，8 3 1 15，2 94

1 9 75 4 0，6 5 1 17，0 72

1 9 76 4 4，0 8 5 18，6 88

1 9 77 4 6，4 13 19，5 64

1 9 78 4 8，9 3 4 2 0，5 06

1 97 9 5 2，2 0 6 2 1，7 68

1 9 80 5 7，2 2 5 2 3，7 00

1 9 8 1 6 0，5 5 1 24，8 35

19 82 6 2，4 5 9 2 5，5 45

1 9 83 6 3，6 6 4 2 6，0 84

1 9 84 6 5，8 6 6 27 ，0 12

1 9 85 6 8，3 2 1 2 8，0 58

1 98 6 7 1，4 6 7 29，3 17

1 9 87 7 4，9 1 0 3 0，6 60

1 9 88 7 9，9 6 7 3 2，5 69

19 89 8 6，0 5 7 3 4，7 27

19 90 9 3，3 0 3 3 7，2 67

1 9 9 1 9 7，12 5 3 9，2 76

出　典：日本百貨店協会「日本百貨店協会年報」
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添付資料10　ソフトウェア新規技術導入件数の推移

年　 度
ここ1

ハー ドウェア ソフ トウェア サービス

197 1 62 23 39

1972 79 16 63

1973 110 13 97

1974 14 1 14 127

1975 99 15 84

1976 14 1 16 125

1977 105 22 83

1978 135 22 113

1979 164 22 142

1980 181 25 156

1981 224 30 192 2

1982 297 25 2 68 4

1983 484 68 4 09 7

1984 6 13 79 5 24 10

1985 624 91 5 24 9

1986 699 97 597 5

1987 946 92 837 17

1988 1，067 77 9 85 5

1989 1，306 85 1，2 13 8

1990 1，642 107 1，5 19 16

199 1 1，664 120 1，522 22

出　典：科学技術庁科学技術政策研究所「外国技術導入の動向分析」
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添付資料11　情報サービス業売上高の推移

暦　 年 雫吉旁肝 ？吉葉 紺

1979 804，735 5 96，613

1980 845，560 669，844

1981 992，14 1 805，692

1982 1，112，749 9 11，907

1983 1，502，2 19 1，095，301

1984 1，9 15，44 1 1，385，974

1985 2，0 20，727 1，561，829

1986 3，293，631 1，9 15，939

1987 3，489，232 2，299，305

1988 4，965，975 3，297，341

1989 6，174，648 4，3 51，430

1990 8，661，322 5，8 72，678

1991 6，8 86，108

（注1）情報サービス業にはソフトウェア業の他、情報処理・情報提供

サービス業等を含む。

（注2）他の企業によって開発されたソフトウェア・プロダクトの販売

のみを行う企業は調査の対象外。

出　典：通商産業大臣官房調査統計部

「特定サービス産業実態調査報告書　情報サービス業縮」
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